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【2024年3月公募】JICA有期職制募集ポスト一覧

番号 勤務地 部署名・課名 雇用形態・格付 分野   業務概要 募集人数 最長契約期間

（１）法の支配の実現に関連する協力の形成・監理にかかる業務
（具体的には警察、選挙管理、メディア、ビジネスと人権等の分野の協力）
（２）法の支配の実現に関連する協力の情報の分析・発信等にかかる業務
（３）法の支配の実現に関連する協力にかかる関係機関等との連絡・調整にかかる業務
（４）ガバナンス・平和構築部が所掌する横断的分野課題に関する業務

 ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ行財政・金融チームにおいて、
公共財政・金融システム分野の案件形成・管理を担って頂きます。
（１）公共財政・金融システム関連案件の案件形成、調達、実施監理（調査団への参加を含む）
（２）同分野に関連する情報の収集、分析、整理 、発信
（３）同分野の関連セミナー開催に関する運営支援、専門分野と一致する場合は技術的なインプット
（４）同分野の支援に関する新たな関係機関及び有識者を含む関係者との協力関係の構築・連携の推進（国際機関・ドナー連携含む）
（５）同分野に関する各種研修事業（留学生プログラム、課題別研修を含む）の活動計画・予算計画の策定・実施管理
※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

（１)相手国関係者、現地JICA事務所、JICA内関係部署等との協議・調整を通じた、
中南米地域及び南アジア地域における農業・農村開発分野の開発協力推進にかかる業務
　①開発協力プログラムの検討・形成
　②個別プロジェクト（主に技術協力・無償資金協力）の形成と、現地調査を通じた事業計画の
策定および事業実施準備
　③実施中プロジェクトの管理・モニタリングを通じた実施促進（中間レビュー/終了時
評価調査の実施、事後評価実施支援を含む）
（２）SHEP（市場志向型農業振興）アプローチの世界展開に向けた業務
　①JICA内SHEPサブタスクのメンバーとして、SHEP課題別研修の運営管理、各国での
　関連事業モニタリングと取りまとめ等の支援業務
　②SHEPアプローチ展開推進に向けた、民間部門、市民社会、各国政府、国際機関との連携
促進支援（国内外でのワークショップ開催支援等）
（３）その他、経済開発部が実施する各種業務

（１）研修計画策定にかかる諸業務（研修内容、日程、経費積算等）
（２）開発途上国からの研修員（以下、「研修員」）の募集、人選、受入実施にかかる諸業務
（３）研修実施監理にかかる諸業務（移動、講師・機材等の手配、契約管理、関係先との連絡など）
（４）研修の実施・モニタリング・評価・分析にかかる諸業務
（５）広報（JICAのウェブサイトやSNSを使った研修の様子や成果の発信等）
（６）その他（イレギュラー対応な事項への対応を含む。必要に応じて国内出張及び海外出張あり）

（１）中国の経済・社会、対外経済協力等に関する情報収集・分析、JICA内での共有・報告
（２）中国関係機関との協議・調整
（３）その他、東アジア課所掌業務の範囲内において、必要に応じて求められる事項

（１）主にインドに関する有償資金協力（特にインド高速鉄道事業）、無償資金協力並びに
技術協力案件の形成、審査（効果や収益性の分析を含む）、監理
（２）現地出張を含む、インド等の公的機関や他援助機関との協議、調整、現地調査
（３）主にインドに関する関連セクターの情報収集・分析及び案件形成に係る
企画・調査の実施
（４）主にインド関連業務に関する当機構内外との業務調整
（５）その他、業務を実施する上で必要な業務

（１）担当国（スリランカおよびモルディブ）、担当セクターの情報収集及び分析、事業計画立案
（２）JICAの協力プログラムやプロジェクト形成に関する企画・調査の実施
（３）有償資金協力（円借款）、無償資金協力、技術協力案件の形成、審査、監理
（４）現地出張を通じた相手国政府・関係機関及び他援助機関等との協議、調整、調査
（５）上記関係業務に関する当機構内外との業務調整

（１）ウクライナ及び周辺国支援にかかる情報収集及び分析、協力戦略立案（特に、官民連携）
（２）協力プログラム及びプロジェクト形成に関する企画や調査の実施
（３）有償資金協力、無償資金協力、技術協力案件の形成、審査、監理
（４）現地出張等を通じた相手国政府・関係機関及び他援助機関等との協議、調整、現地調査
（５）関係業務に関する当機構内外との調整業務
（６）その他、協力事業を実施する上で必要な業務

（１）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する運営業務（具体的には募集・選考の手続
・プロセス管理、民間企業からの内談や質問への応対、説明会での募集制度説明、JICA関係部署
及び在外事務所との連絡・調整、企業間ネットワーク形成やJICA事業実施後のフォローアップに
かかる業務等）
（２）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の制度改善に関する業務（具体的には、ビジネス化
支援強化施策の検討、インパクト投資動向把握等の開発インパクト向上にむけた施策、広報、制度利
用済み企業とのネットワーク化等）
（３）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する、実施監理業務及び審査業務（具体的には
、案件の実施監理、企画書の審査補助など、各事業に関わる業務全般）
（４）その他、民間連携業務を遂行する上で必要な業務（予算管理、広報、内外関係機関との調整等

（１）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する、実施監理業務及び審査業務
①案件の実施監理
②企画書の審査補助
③JICA関連部署及び在外事務所との連絡・調整
④その他、各事業に関わる業務全般
（２）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する募集業務
①募集・選考の手続・プロセス管理
②民間企業からの内談や質問への応対
③説明会等での募集制度説明等
（３）その他、民間連携業務を遂行する上で必要な業務
①予算管理
②広報
③内外関係機関との調整等

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から2年を上限に更

新可能です。

多岐にわたる分
野

1

民間セクター開
発

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

2024年7月1日 ～ 2027年3月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で2027年3月31日までを上限

に更新可能です。

多岐にわたる分
野

農業開発／農村
開発

1

多岐にわたる分
野

1

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

自然環境保全

多岐にわたる分
野

1

1

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

2024年8月1日 ～ 2026年7月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から2年を上限に更

新可能です。

9

5

4 東京センター
経済基盤開発・環境課

東京都

水資源

1

専門嘱託3号 1

多岐にわたる分
野

6

8

7

専門嘱託3号

東京都

東京都

東京都

期限付職員2号

専門嘱託3号

東京都

東京都

南アジア部
インド高速鉄道室（主務）・南アジア第一

課（兼務）

東・中央アジア部東アジア課 専門嘱託3号

南アジア部南アジア第三課 専門嘱託3号

中東・欧州部ウクライナ支援室 専門嘱託2号

民間連携事業部計画・連携企画課

2

ガバナンス・平和構築部
ガバナンスグループ
行財政・金融チーム

（公共財政・金融システム）

期限付職員2号東京都

農業開発／農村
開発

1

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

1

経済政策

多岐にわたる分
野

東京都3
経済開発部

農業・農村開発第一グループ
第三チーム

期限付職員3号

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

東京都1 ガバナンス・平和構築部
ガバナンスグループ法・司法チーム

期限付職員4号 1

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から2年を上限に更

新可能です。

ガバナンス

平和構築

10 東京都 民間連携事業部企業連携第一課



番号 勤務地 部署名・課名 雇用形態・格付 分野１   業務概要 募集人数 最長契約期間

（１）世界各国の高等・技術教育分野の事業にかかる案件形成・実施・モニタリング・評価
に関する業務（海外出張を含む） 
（２）開発途上国の高等教育機関の教育・研究能力強化/マネジメント強化、
大学間ネットワーク強化に関する我が国及び他ドナーの国際協力事例の情報収集、
他ドナーの協力戦略の分析 
（３）高等・技術教育分野にかかる各種セミナー、ワークショップ等の企画、運営に係る支援
（４）社会保障・障害と開発分野にかかる案件形成・実施に関する業務

経済開発部民間セクター開発グループが所掌する主にアフリカ・中東欧州・中南米地域における
以下の業務を実施する。
（１）企業の生産管理能力や経営能力等、企業競争力向上に関する協力案件の形成及び実施監理
を行う。
（２）ビジネスを通じた社会課題の解決等、ビジネス・イノベーション創出に向けた起業家支援
に関する協力案件の形成及び実施監理を行う。
（３）持続可能な観光開発に関する協力案件の形成及び実施監理を行う。
（４）国際機関、学術機関、民間企業等、民間セクター開発に関する様々なパートナーとの
ネットワーク強化を行う。
（５）情報収集・分析及び対外発信を行う。
（６）民間セクター開発に関するJICA内外との総合調整を行う。

※上記のうち、具体的に担当いただく業務の内容は、ご本人の経歴や適性、チーム内の体制等
を踏まえて業務開始時に決定します。

（１）有償資金協力事業（円借款、海外投融資）の技術審査に関連する支援業務
　※原則として、技術審査をご担当いただくものではありません。
①新規候補案件の技術審査に係るJICA内外との調整
②新規候補案件の審査関連情報の取りまとめ及び資料作成
③技術審査結果に係るデータの整理、事業費の積算に用いる為替、インフレ率など経済基礎データの更新・管理等
④道路・橋梁、運輸、電力、上下水道など主要な支援分野における本邦企業が優位性を持つ技術の情報収集、整理・分析等
⑤技術審査に参加する外部専門家の雇用に係る内部調達手続き業務
（２）有償資金協力事業（円借款）についてJICAが発注する調査業務等に関連する内部調達手続き業務
（３）その他、当室所掌の有償資金協力事業に関連する業務

（１）JICAの事業が環境や社会に及ぼしうる負の影響を回避・緩和するために、「国際協力機構
環境社会配慮ガイドライン」に基づき、案件担当者として、協力事業の環境社会配慮に係る業務（相
手国等との協議、事業サイト踏査、協議文書の作成を含む環境審査、実施中事業の環境社会配慮状況
のモニタリングなど）を行う。
（２）外部有識者からなる「環境社会配慮助言委員会」の開催支援や、世界銀行やその他の開発金融
機関等のEnvironmental and Social Framework/セーフガード
ポリシー等やその調和化に関する調査・情報収集・意見交換、JICA職員等向けの研修講師等を
行う。

（１）科学技術と開発に関する国際場裏での議論や、
　日本、他先進国、国際機関の関連政策の情報収集・分析
（２）JICAの科学技術協力に関する方針（案）の検討
（３）JICAグローバルアジェンダ(JGA)における内外研究者との共創の促進に向けた
施策の構想検討と実施計画の策定
（４）2024年度立上げ予定の STI4D Lab (Science Technology and Innovation for Development Lab)を
を通じた、関係事業部と研究者の共創（短期研究・調査、構想策定、概念実証等）事業の組成・実施
（５）社会実装の促進に向けてJICAが関与する共同研究事業や関係研究者と国際機関、
財団、内外投資家等をブリッジする仕組みの検討・実施

（１）民間セクター開発分野プロジェクトの事業計画立案・案件監理、技術団員としての参加と
インプット、およびプロジェクトに対する技術的指導を通じたフィードバック
（２）セミナー等の国際会議、イベント等における発信
（３）民間セクター開発分野の他ドナー、在外事務所、専門家・コンサルタント、民間企業、
NGO等の関係者とのネットワーク形成・維持・拡大
（４）民間セクター開発分野に関する各種情報の収集・整理・分析
（５）民間セクター開発分野に関わる担当国関連事業（技術協力プロジェクト、個別専門家、
国別研修、課題別研修等）の有機的な連携を通じた戦略強化
（６）民間セクター開発KMNにおける各種業務 

（１）行政分野における国際協力の知見の蓄積・発信を行う。
（２）行政分野に関するネットワークの維持、拡大を行う。
（３）行政分野及び消防分野支援の実施促進を行う。
（４）行政分野に係る支援方針の方向性が検討される。
（５）特別嘱託契約終了後に派遣される専門家業務が円滑に実施される。

（１）平和構築室の事業（特に地方行政案件）に対する助言・サポート
（２）外部パートナーとの関係構築
（３）平和構築室の事業（特に地方行政強化案件）の案件監理支援
フィリピン・コートジボワール・パキスタン等での脆弱地域での地方行政案件
その他の国の難民・避難民関連案件、地雷・不発弾対策関連案件等の監理支援

（１）ジェンダーに基づく暴力の撤廃関連案件の実施監理、新規事業の形成、情報収集、分析、
整理、発信
（２）ジェンダースマートビジネスの振興連案件の実施監理、新規事業の形成、情報収集、分析、
整理、発信
（３）様々な分野課題の案件におけるジェンダー分析、ジェンダー視点の取組、評価指標の検討に
おける支援、助言
（４）JICA 内外向け研修・セミナーに関する企画・助言・実施

東南アジア・大洋州、東・中央アジア、南アジアにおける民間セクター開発の案件に関連
し、以下の業務を実施する。
（１）案件の形成・実施監理
（２）外部機関との連携強化
（３）対外発信
（４）専門家派遣のための準備

民間セクター開
発

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

※最長契約期間が1年以上の場合、双
方合意の上で、

1年毎に更新を行い、採用日から2年
を上限に更新可能です。

※ただし、長期専門家等として派遣
される任地等の決定が遅れた場合に
限り、1回を上限に契約を更新される

ことがあります
（その場合の最長契約期間は採用日

から2年）。

※ただし、長期専門家等として派遣
される任地等の決定が遅れた場合に
限り、1回を上限に契約を更新される

ことがあります
（その場合の最長契約期間は採用日

から2年）。

自然環境保全

1

16 東京都
経済開発部

民間セクター開発グループ第二チーム
（アフリカ・カイゼン・イニシアティブ）

アソシエイト専門員3号 1

17 東京都
ガバナンス・平和構築部

ガバナンスグループ行財政・金融チーム
（行政（全世界））

特別嘱託3号

ガバナンス 2024年7月1日 ～ 2025年6月30日
更新なし

多岐にわたる分
野

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

経済政策

民間セクター開
発

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から3年を上限に更

新可能です。

経済政策

教育

社会保障

15 東京都
ガバナンス・平和構築部

STI・DX室STIチーム
（科学技術協力・国際頭脳循環推進）

アソシエイト専門員6号 1

14 東京都
審査部環境社会配慮審査課兼

環境社会配慮監理課
専門嘱託3号 1

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日
多岐にわたる分

野

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から2年を上限に更

新可能です

多岐にわたる分
野

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

※最長契約期間が1年以上の場合、双
方合意の上で、

1年毎に更新を行い、採用日から2年
を上限に更新可能です。

13 東京都 インフラ技術業務部有償技術審査室 専門嘱託3号 1

12 東京都
経済開発部

民間セクター開発グループ
専門嘱託2号 1

11 東京都
人間開発部

高等教育・社会保障グループ社会保障チー
ム

専門嘱託3号 1

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、最長で採用日から2年を上限に更

新可能です。

19 東京都
ガバナンス・平和構築部

ジェンダー平等・貧困削減推進室
(ジェンダーと開発)

特別嘱託3号

ジェンダーと開
発

1

2024年7月1日 ～ 2025年6月30日
更新なし

18 東京都
ガバナンス・平和構築部平和構築室

（脆弱地域の地方行政強化）

20 東京都
経済開発部

民間セクター開発グループ第一チーム
（アジア投資促進・産業振興）

特別嘱託3号 1

民間セクター開
発

2024年7月1日　～　2025年6月30日
更新なし

※ただし、長期専門家等として派遣
される任地等の決定が遅れた場合に
限り、1回を上限に契約を更新される

ことがあります
（その場合の最長契約期間は採用日

から2年）。

特別嘱託3号 1

平和構築

多岐にわたる分
野

2024年7月1日 ～ 2025年6月30日
更新なし

※ただし、長期専門家等として派遣
される任地等の決定が遅れた場合に
限り、1回を上限に契約を更新される

ことがあります
（その場合の最長契約期間は採用日

から2年）。



番号 勤務地 部署名・課名 雇用形態・格付 分野１   業務概要 募集人数 最長契約期間

（１）気候変動対策分野にかかる案件の形成・管理に関する業務
（２）グローバルアジェンダ（気候変動）に関する情報収集、対外発信
（３）気候変動対策分野に関するナレッジ・各種研修に関する情報の蓄積・整理
（４）国内外の関連会議における情報収集及びネットワーキング
（５）緑の気候基金に関する情報収集・整理
（６）担当案件に関する情報の収集・整理及び分析
（７）その他、関連する業務補佐

（１）南米の担当国における実施中案件・案件形成を目指すセクターの情報収集
及び協力計画の立案
（２）個別の協力案件（技術協力、円借款、海外投融資等）に関する形成・審査・監理支援
（３）上記関係業務に関するJICA内外の関係者との協議・調整
（４）その他、協力事業を実施する上で必要な業務の支援

（１）案件の形成・実施監理：日本センター案件及び外国人材受入・送出に係る案件の形成
・実施監理
（２）外部機関との連携：日本センター案件及び外国人材受入・送出に係る案件における
関係機関（経済団体・省庁・大学等）との情報交換や具体的な連携策の協議、民間企業と
JICAとの個別のパートナーシップに基づく連携活動の実施
（３）対外発信：各案件の広報、国内外の民間セクター開発分野における各種会議・イベントでの
情報発信

経済開発部民間セクター開発グループが所掌するアフリカ・中東欧州・中南米地域における
企業・起業家支援に関連し、以下の業務を実施する。
（１）企業・起業家支援：日本の強みである「日本的経営」や「カイゼン」を主なコンテンツとして
当該国の企業競争力（経営力と生産・管理能力）強化に貢献する BDS 提供のモデルづくり、
モデルの制度化を支援する。
（２）AUDA-NEPADとJICAが共同で進めるアフリカ地域におけるカイゼンの普及展開
（アフリカ・カイゼン・イニシアティブ）の促進を支援する。　
（３）ベンチャーキャピタルやアクセラレーター等関係機関と連携することで起業家支援サービスの質的向上
質的向上とベンチャー投資促進を行い、スタートアップを取り巻く事業環境の整備を行う。
（４）民間セクター開発グループ第二チームが実施している協力案件の形成及び実施監理を行う。
（５）国際機関、学術機関、民間企業等、民間セクター開発に関する様々なパートナーとの
ネットワーク強化を行う。
（６）情報収集・分析及び対外発信を行う。
（７）民間セクター開発に関するJICA内外との総合調整を行う。

（１）水産ブルーエコノミー分野に係る情報収集、分析 2024年7月1日 ～ 2025年12月31日
（２）水産ブルーエコノミー分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理（含：課題別研修） 
（３）水産ブルーエコノミー分野に係る関連大学、研究機関、民間企業との連携促進

（１）畜産／家畜衛生分野に係る情報収集、分析
（２）畜産／家畜衛生分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理（含：課題別研修）
（３）畜産／家畜衛生分野に係る関連大学、研究機関、民間企業との連携促進

（１）交通安全分野に係る情報収集、分析、ナレッジの蓄積、整理、発信
（２）交通安全分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理（含：課題別研修） 
（３）交通安全分野に係る民間企業、関連大学、研究機関、NGO等との連携促進

（１）水質改善／水環境にかかる案件の形成・管理に関する業務（国内外の出張を含む）
（２）水質改善／水環境に関する情報の収集・分析、対外発信
（３）国内外の関連会議への参加を通じた情報収集及びネットワーキング
（４）その他、JCCIの推進に資する水環境全般の各種業務環境管理

※ただし、長期専門家等として派遣
される任地等の決定が遅れた場合に
限り、1回を上限に契約を更新される

ことがあります
（その場合の最長契約期間は採用日

から2年）。

2024年7月1日 ～ 2025年12月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として
派遣される任地等の決定が遅れた場
合に限り、1年6カ月を超えて契約を
更新されることがあります（その場
合の最長契約期間は採用日から2年6

か月まで）。

2024年7月1日 ～ 2025年12月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として
派遣される任地等の決定が遅れた場
合に限り、1年6カ月を超えて契約を
更新されることがあります（その場
合の最長契約期間は採用日から2年6

か月まで）。

2024年7月1日 ～ 2025年12月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として
派遣される任地等の決定が遅れた場
合に限り、1年6カ月を超えて契約を
更新されることがあります（その場
合の最長契約期間は採用日から2年6

か月まで）。

※開始時期は7-10月で応相談です。8
月以降の開始となる場合は上記最長
契約期間は採用日から1年半としま

す。
※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、1年6カ月間を上限に更新可能で

す。
※ただし、長期専門家等として派遣
される任地等の決定が遅れた場合に
限り、1年6カ月を超えて契約を更新
されることがあります（その場合の
最長契約期間は採用日から2年6か月

まで）。

気候変動対策 2024年7月1日 ～ 2025年6月30日
更新なし

1

事業調整・南
南・三角協力

21 東京都
地球環境部

環境管理・気候変動対策グループ
(パリ協定の実施促進)

特別嘱託3号

環境管理

22 東京都
中南米部南米課

（民間連携・三角協力推進等）
ジュニア専門員

援助アプローチ
／戦略／手法

24 東京都
経済開発部

民間セクター開発グループ第二チーム
（アフリカカイゼンイニシアティブ）

ジュニア専門員

1

23 東京都
経済開発部

民間セクターグループ第一チーム
（アジア投資促進（東・中央アジア））

ジュニア専門員

民間セクター開
発

1

事業調整・南
南・三角協力

民間セクター開
発

1

25 東京都
経済開発部

農村開発第一グループ第二チーム
（水産ブルーエコノミー）

ジュニア専門員

水産

1

援助アプローチ
／戦略／手法

援助アプローチ
／戦略／手法

27 東京都
社会基盤部

運輸交通グループ第一チーム
（交通安全）

ジュニア専門員 1

2024年7月1日 ～ 2025年12月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として
派遣される任地等の決定が遅れた場
合に限り、1年6カ月を超えて契約を
更新されることがあります（その場
合の最長契約期間は採用日から2年6

か月まで）。

26 東京都
経済開発部

農業・農村開発第一グループ第二チーム
（家畜ワンヘルス）

ジュニア専門員

農業開発／農村
開発

1

2024年7月1日 ～ 2025年12月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として
派遣される任地等の決定が遅れた場
合に限り、1年6カ月を超えて契約を
更新されることがあります（その場
合の最長契約期間は採用日から2年6

か月まで）。

運輸交通

多岐にわたる分
野

28 東京都
地球環境部

環境管理・気候変動対策グループ
（環境管理・水質汚濁対策）

ジュニア専門員 1

2024年7月1日 ～ 2025年12月31日

※双方合意の上で1年毎に更新を行
い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として
派遣される任地等の決定が遅れた場
合に限り、1年6カ月を超えて契約を
更新されることがあります（その場
合の最長契約期間は採用日から2年6

か月まで）。



No.1 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： ガバナンス 平和構築

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・期限付職員給与支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110000061.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

●JICA Magazine 6月号「法の支配」

●JICA グローバル・アジェンダ「ガバナンス」

https://jicamagazine.jica.go.jp/magazine/?date=2023_6

https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/ku57pq00002cy7ye-att/governance.pdf

国際社会で法の支配への注目が高まる中で、JICAに求められる役割が広がっています。法の支配のための国際協力にご関心をお持ちの方のご応募を心よりお待ちしています。本ポストでは、JICA本部での実務や海外出張による
案件の形成・監理を通じて本分野の実務的知見を深めることができます。またガバナンスグループで扱っているガバナンス分野の課題（法制度整備支援、行政、財政等）、また他部署で扱っている多様な開発課題についても、
間接的に学ぶことができ、開発に関する総合的な視点を得ることもできます。
JICAの法の支配の取り組みについては、以下をご参考になさってください。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ法・司法チーム 山下　契

Yamashita.Chigiru@jica.go.jp050-1800-2715

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

期限付職員4号 379,000円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

国際協力に関する業務経験、及び、開発途上国における法の支配の促進に関心を有していることが求められる。
特にJICA業務の実務経験があることが望ましい。

職務内容

期限付職員

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 11-17年

【期限付職員】ガバナンス・平和構築部ガバナンスグ
ループ法・司法チーム

アフガニスタン・ミャンマー・ウクライナの情勢の継続、西アフリカのクーデター、パレスチナにおける武力紛争と、国際社会の危機が続く中、法の支配に基づ
く国際秩序が脅かされ、特に脆弱な立場にある人々にとって深刻な脅威が発生しています。そのような中、2023年6月に改定された開発協力大綱では、法の支配に
基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化が重点政策に掲げられました。ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ法・司法チームでは、特に弱い立場にあ
る人々の権利と利益が保障され、『人間の尊厳』が守られる安全・安心な社会の実現に向けて、法の支配の促進に貢献する 取組を推進しており、以下の業務内容
の期限付職員を募集します。
（１）法の支配の実現に関連する協力の形成・監理にかかる業務（具体的には警察、選挙管理、メディア、ビジネスと人権等の分野の協力）
（２）法の支配の実現に関連する協力の情報の分析・発信等にかかる業務
（３）法の支配の実現に関連する協力にかかる関係機関等との連絡・調整にかかる業務
（４）ガバナンス・平和構築部が所掌する横断的分野課題に関する業務

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

ガバナンスグループ法・司法チームガバナンス・平和構築部

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から2年を上
限に更新可能です。



No.2 ■募集ポスト名：
（公共財政・金融シス
テム）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 経済政策 多岐にわたる分野

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

望ましい

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・期限付職員給与支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110000061.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【期限付職員】ガバナンス・平和構築部ガバナンスグ
ループ　行財政・金融チーム

【案件の背景】
国民の生活が安定・向上する社会を目指し、資源の効率的な配分が行われるためには、国家財政の基盤強化と共に、金融政策・システムの適切な運営と、歳入
強化に向けた取り組みが重要です。また、開発途上国でこれらの各政策・制度の円滑な実施を通じて経済を安定させ、成長を促すためには、その政策・制度の
実施を担う人材の育成も急務となっています。
JICAは、JICAグローバル・アジェンダ（課題別戦略）「公共財政・金融」にて、特に「国家財政の基盤強化」「関税の適正かつ公平な徴収と貿易円滑化」「金
融政策の適切な運営と金融システムの育成」の三つの主要な取組を実施しており、IMF、世銀、世界税関機構等との国際機関との連携しながら、各課題の解決に
向けて事業を推進しています。これらの取り組みは、持続的な経済成長や安定的な国民生活を確保するための基盤であり、かつ、各国におけるSDGsの各ゴール
達成に貢献しています。
【業務/委嘱の目的】
 ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ行財政・金融チームにおいて、公共財政・金融システム分野の案件形成・管理を担って頂きます。
（１）公共財政・金融システム関連案件の案件形成、調達、実施監理（調査団への参加を含む）
（２）同分野に関連する情報の収集、分析、整理 、発信
（３）同分野の関連セミナー開催に関する運営支援、専門分野と一致する場合は技術的なインプット
（４）同分野の支援に関する新たな関係機関及び有識者を含む関係者との協力関係の構築・連携の推進（国際機関・ドナー連携含む）
（５）同分野に関する各種研修事業（留学生プログラム、課題別研修を含む）の活動計画・予算計画の策定・実施管理
※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

ガバナンスグループ　行財政・金融チー
ム

ガバナンス・平和構築部

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を上
限に更新可能です。

【関連実務年数】
以下のうち、いずれかの経験・知識があることが望ましい。
１．開発途上国への開発協力（公共財政・金融システム等の分野に関する技術協力であれば尚可）に貢献できる技術・専門性を有し、3年以上の実務経験を有す
ること。
２．JICA専門家/企画調査員、もしくはJICA本部（特別嘱託もしくは専門嘱託等）として1年以上の派遣経験もしくは同等の海外経験を有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］
※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について　（https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities）

職務内容

期限付職員

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

国際協力に関する経験

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

期限付職員2号 263,300円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

途上国支援にご関心がある方などからのご応募をお待ちしています。本件にご関心があっても、「求められる資質・能力・経験」に合致するか、業務内容に対応できるか、不安
に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、開発途上国の公共財政・金融システム分野に少しでもご興味があれば、本件業務や将来的な専門家業務に従事できるポテンシャ
ルは十分にあると考えますので、積極的なご応募をお待ちしております。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ行財政・金融チーム 根岸　精一

Negishi.Seiichi@jica.go.jp050-1800-1658



No.3 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 農業開発／農村開発

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・期限付職員給与支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110000061.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

JICA経済開発部農業・農村第一グループ第三チームでは、SHEP（市場志向型農業振興）アプローチの世界展開を目指し、その事務局機能を担っています。当チームでは担当地域であ
る南アジア・中南米地域のみならず、世界各国で展開するSHEPアプローチを取り入れた技術協力の知見を蓄積・発信していくことで、2030年までに100万人の小規模農家がよりよい
暮らしを実現することを目指すSHEP100万人宣言の実現に向け、取り組んでいます。農業・農村開発分野で国際協力のキャリア形成を目指す方、農業・農村開発やSHEPアプローチに
関わる幅広い関係者を巻き込んで効果的なプロジェクトを立案・実施できる方、コミュニケーション能力やモチベーションの高い方のご応募をお待ちしています。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

農業・農村開発第一グループ第三チーム 佐藤恭之

Sato.Yasuyuki@jica.go.jp080-7201-6479

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

期限付職員3号 321,170 円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

以下の経験・知識があることが望ましい。
 (1)農業・農村開発分野での開発協力に関する知識及び実務経験（3年以上）
 (2)スペイン語での業務経験、資格

職務内容

期限付職員

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

スペイン語

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

【期限付職員】経済開発部農業・農村開発第一グルー
プ第三チーム

（１)相手国関係者、現地JICA事務所、JICA内関係部署等との協議・調整を通じた、中南米地域及び南アジア地域における農業・農村開発分野の開発協力推進にかか
る業務
　①開発協力プログラムの検討・形成
　②個別プロジェクト（主に技術協力・無償資金協力）の形成と、現地調査を通じた事業計画の策定および事業実施準備
　③実施中プロジェクトの管理・モニタリングを通じた実施促進（中間レビュー/終了時評価調査の実施、事後評価実施支援を含む）
（２）SHEP（市場志向型農業振興）アプローチの世界展開に向けた業務
　①JICA内SHEPサブタスクのメンバーとして、SHEP課題別研修の運営管理、各国での関連事業モニタリングと取りまとめ等の支援業務
　②SHEPアプローチ展開推進に向けた、民間部門、市民社会、各国政府、国際機関との連携促進支援（国内外でのワークショップ開催支援等）
（３）その他、経済開発部が実施する各種業務

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

農業・農村開発第一グループ第三チーム経済開発部

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を
上限に更新可能です。



No.4 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 水資源 自然環境保全

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・期限付職員給与支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110000061.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

国際協力の世界でキャリア形成を考えている「若手・中堅」の方に特にお薦めする国際色あふれる職場です。
研修員受入事業は、本邦において開発途上国からの研修員と接する「現場」にて、対等なパートナーとして共に学び、新たな価値を創造する「共創」を目的として実施しています。各分野課題における日本側有識者の協力を得
て、日本の経験や課題を開発途上国からの代表者にご紹介すると共に、当該分野課題における各開発途上国における状況や課題を研修員を通じて知ることで、日本と世界における当該分野の知見を深めることができます。
コロナ禍を経て、従来の来日型の研修に加え、オンラインでの研修実施など、新たな手法での研修実施にも積極的に取り組んでいます。
各分野課題や国際協力の現場における技術や知識の移転に関する知見の獲得、海外からの研修員や国内リソースとの関係構築は、国際協力を志す方々にとって貴重な経験・資産になると思います。
コミュニケーション力や総合マネジメント力を有し、国際協力に高い関心をお持ちの方のご応募をお待ちしております。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

JICA東京センター　経済基盤開発・環境課 中川

nakagawa.atsushi@jica.go.jp03-3485-8137

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

期限付職員2号 263,300円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

・企業、官公庁、大学、団体等での職務経験を原則として3年以上有すること。少なくとも1つの職場で3年以上勤務した経験を有すること。国際協力における業務
経験があれば、なお望ましい。
・調整、マネジメント、コミュニケーション能力に優れ、日本語での円滑な業務遂行が可能であること。
・十分な事務処理、文書作成能力を有すること。
・心身ともに健康で、支障なく業務遂行が可能であること。
・責任感、柔軟性、チャレンジ精神を兼ね備え、チームワークに長けていること。

職務内容

期限付職員

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点以上が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

【期限付職員】東京センター
経済基盤開発・環境課

水資源、自然環境保全の他、都市・地域開発、運輸交通、防災、DXなど多岐にわたる分野における研修員受入事業にかかる下記の業務を行う。

【業務内容】
（１）研修計画策定にかかる諸業務（研修内容、日程、経費積算等）
（２）開発途上国からの研修員（以下、「研修員」）の募集、人選、受入実施にかかる諸業務
（３）研修実施監理にかかる諸業務（移動、宿泊、講師・機材・配信等の手配・支払い、委託契約管理、関係先との連絡、精算など）
（４）研修の実施・モニタリング・評価・分析にかかる諸業務（研修員へのオリエンテーション、講義・視察や（研修員が行う）アクションプラン作成・発表等
にかかるモニタリング、研修終了時の評価会（研修員による研修内容等の評価）の実施、事後のモニタリングシートの作成、受入先関係者との反省会の実施等）
（５）広報（JICAのウェブサイトやSNSを使った研修の様子や成果の発信等）
（６）その他（イレギュラー対応な事項への対応を含む。必要に応じて国内出張及び海外出張あり）

国際協力機構東京センター
住所：東京都渋谷区西原2-49-5 なし

経済基盤開発・環境課東京センター

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を上
限に更新可能です。



No.5 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 多岐にわたる分野

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

望ましい

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【専門嘱託】東・中央アジア部東アジア課

（１）中国の経済・社会、対外経済協力等に関する情報収集・分析、JICA内での共有・報告
　①中国政府機関や報道機関等からの関連記事（主に中国語及び英語のWEB）、日本・アメリカ・イギリス等における中国の対外経済協力の研究・調査機関のレポー
トの収集・分析及びJICA内部への発信（文書や勉強会・連絡会形式での発信）
　②特定テーマ（例：一帯一路、AIIB、対外経済協力実施体制・実績、被援助国の債務負担、高齢化・防災等の中国政府の重要課題）の経緯、概要、今後の見通し
等に関するレポートの作成
　③JICA内外で開催される各種セミナー等への参加と概要報告

（２）中国関係機関との協議・調整
　①中国関係機関との協議・調整業務（JICA内も含めた連絡調整、ロジ手配等）

（３）その他、東アジア課所掌業務の範囲内において、必要に応じて求められる事項

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

東アジア課東・中央アジア部

2024年8月1日 ～ 2026年7月31日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から2年を
上限に更新可能です。

（１）一般的な業務遂行能力（調整・管理能力、コミュニケーション能力、チャレンジ精神、責任感、柔軟性、チームワークを大切にすること。）
（２）下の経験・知識がある場合は高く評価
　①中国語の実務的な利用（留学含む）
　②中国の政治・経済等に関する知見
　③中国の対外援助動向に関する知見
　④国際協力、国際関係の知識及び実務経験
　⑤JICA事業の企画、運営、管理の経験
　なお、中国関連の知見を最優先で評価する

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC800点（相当・以上）が望ましい）

中国語：HSK6以上

中国語：HSK5以上

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

対中ODAは2021年度末をもって全て終了した一方、途上国の開発や地球規模課題への対処における中国の影響が増大する中、国際開発の担い手としての中国の動向の把握が必要に
なっています。今次募集人材には、日々の報道等含む文献調査に加え、日中の政府関係機関・公的機関や中国事情に精通している研究者の方等、関係機関や有識者から情報を収集
し、JICA内部等への情報発信等をご担当いただきます。国際社会の中長期的動向を俯瞰した情報収集・分析で経験、能力を生かせるポジションです。積極的なご応募をお待ちしてお
ります。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

東・中央アジア部　東アジア課 坂井

3rtea@jica.go.jp03-5226-6683



No.6 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 多岐にわたる分野

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【専門嘱託】南アジア部インド高速鉄道室（主務）・
南アジア第一課（兼務）

JICA南アジア部では南アジア諸国に関する国際協力を実施しており、域内の各国の情報収集・分析、協力事業計画の作成・調整、円借款・技術協力等の個別の協力
案件の審査・監理等を担当しています。インド高速鉄道事業（インド西部のマハラシュトラ州ムンバイとグジャラート州アーメダバードを結ぶ約500kmの区間におい
て、日本の新幹線システムを利用して建設中の高速鉄道）を所掌するインド高速鉄道室において、インド高速鉄道事業の遂行に必要な業務を主にご担当して頂きつ
つ、インド高速鉄道事業以外のインド・ブータン業務を所掌する南アジア第一課を兼務いただき、以下の業務を担う嘱託（専門嘱託）を募集します。

【業務内容】
（１）主にインドに関する有償資金協力（特にインド高速鉄道事業）、無償資金協力並びに技術協力案件の形成、審査（効果や収益性の分析を含む）、監理
（２）現地出張を含む、インド等の公的機関や他援助機関との協議、調整、現地調査
（３）主にインドに関する関連セクターの情報収集・分析及び案件形成に係る企画・調査の実施
（４）主にインド関連業務に関する当機構内外との業務調整
（５）その他、業務を実施する上で必要な業務。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

インド高速鉄道室（主務）・南アジア第
一課（兼務）

南アジア部

2024年7月1日 ～ 2025年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を
上限に更新可能です。

以下の経験・知識があることが望ましい。
・企業、官公庁、大学、団体等での職務経験を原則として7年以上有すること。
・国際協力、国際関係の知識及び実務経験があることが望ましい。

なお、本ポストで求められる資質と能力は以下の通りです。［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度］
分野・課題専門力★　総合マネジメント力★★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

【参考】国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

2023年には中国を抜いて世界一となる人口を抱えるインドは、ダイナミックな経済成長を続ける一方で、貧困問題など様々な開発上の課題を併せ持った大国です。世界が注目するこ
の国に対する円借款を中心とした業務を主に担当していただくので、やりがいは保証できます。国際協力のキャリアを積みたい方や、情熱をもって仕事に取り組める方々からの応募
をお待ちしています。これまでのご経験や知見を最大限発揮し、インドの中央政府や州政府、日本の官公庁や民間企業等との各種交渉に積極的にあたっていただける方を求めていま
す。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

南アジア部インド高速鉄道室 平田

4rgoi@jica.go.jp03-5226-8561

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。



No.7 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 多岐にわたる分野 農業開発／農村開発

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【専門嘱託】南アジア部南アジア第三課

JICA南アジア部では南アジア地域に対する国際協力を実施しており、域内各国の情報収集・分析、事業計画の立案、有償資金協力（円借款）、無償資金協力、技術
協力などの個別協力案件の形成、審査、監理等を行っています。南アジア部南アジア第三課では、スリランカおよびモルディブに関する下記業務を担当する人材
（「専門嘱託」）を募集します。

【業務内容】
（１）担当国（スリランカおよびモルディブ）、担当セクターの情報収集及び分析、事業計画立案
（２）JICAの協力プログラムやプロジェクト形成に関する企画・調査の実施
（３）有償資金協力（円借款）、無償資金協力、技術協力案件の形成、審査、監理
（４）現地出張を通じた相手国政府・関係機関及び他援助機関等との協議、調整、調査
（５）上記関係業務に関する当機構内外との業務調整

なお、担当セクターはスリランカ及びモルディブそれぞれの農漁業・地方開発に関する分野を想定していますが、ご本人の関心や専門性を踏まえて調整の上、決定
します。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

南アジア第三課南アジア部

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を
上限に更新可能です。

・民間企業・官公庁・団体等で原則として7年以上の職務経験があること。
・国際協力、国際金融、国際関係等の知識及び関連する実務経験があることが望ましい。
・調整、マネジメント、コミュニケーション能力に優れ、チームで働くことができること。
・日本語及び英語での円滑な業務遂行が可能であること。

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点以上が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

スリランカはインド洋の真珠とも呼ばれ、多様な文化と自然を有する魅力的な国です。現在、経済的に厳しい状況にありますが、経済の再建に向けた様々な取組を進めています。ま
た、モルディブは気候変動の影響を大きく受ける小島しょ国として、その脆弱性を克服するために様々な課題に取り組んでいます。今回募集のポストはスリランカ及びモルディブの
さらなる発展に貢献できる仕事であり、採用された方には、セクター分析をはじめとする各種調査や、円借款事業の関連業務、無償資金協力や技術協力の案件形成等、さまざまな実
務を担っていただきます。ご経験、ご関心に応じて担当分野の調整も可能です。フットワークが軽くチャレンジ精神旺盛な方の積極的なご応募をお待ちしております。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

南アジア部南アジア第3課 井上

4rtd3@jica.go.jp03－52226－8663



No.8 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 民間セクター開発

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【専門嘱託】中東・欧州部ウクライナ支援室

　JICAは、ロシアによるウクライナ侵略開始直後から、緊急経済復興のための財政支援、がれき処理に関する知見共有、地雷対策や越冬支援などの人道面での協力、農業支援など
様々な復旧・復興支援を実施してきました。中長期的な視点も持ちつつ、ウクライナ及び周辺国に対して、「ウクライナの国家基盤を支える協力」「地域安定化のためのウクライナ
避難民及び周辺国への協力」「復旧・復興の支援」の三本柱を中心に、以下の4つの優先課題に沿った協力、有償資金協力、無償資金協力、技術協力等の様々なスキームにて実施し
ています。
　①復旧に向けた基盤整備（地雷・不発弾対策、がれき処理等）
　②生活再建・環境改善（医療、教育、運輸交通、エネルギー、上水等）
　③産業振興・輸出促進（農業、鉱工業、起業家支援等）
　④民主主義・ガバナンス強化（公共放送、汚職対策等）

　中東・欧州部ウクライナ支援室は、JICAのウクライナ及び周辺国支援の司令塔として多種多様な業務を実施しておりますが、今回募集するポストでは、以下の業務内容を想定して
おります。
（１）ウクライナ及び周辺国支援にかかる情報収集及び分析、協力戦略立案（特に官民連携）
（２）協力プログラム及びプロジェクト形成（特に、民間セクター開発分野（官民連携含む））に関する企画や調査の実施
（３）有償資金協力（円借款）、無償資金協力、技術協力案件の形成、審査（効果や収益性の分析を含む）、監理
（４）現地出張等を通じた相手国政府・関係機関及び他援助機関等との協議、調整、現地調査
（５）関係業務に関する当機構内外との調整業務
（６）その他、協力事業を実施する上で必要な業務

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

ウクライナ支援室中東・欧州部

2024年7月1日 ～ 2027年3月31日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で2027年3月31日ま
でを上限に更新可能です。

（１）分野を問わず社会人経験を有すること。なお、JICAや国際機関での業務経験があることが望ましい。
（２）交渉・調整、マネジメント、コミュニケーション能力に優れ、日本語及び英語での業務遂行が可能であること。
（３）パソコンで業務が行えること。（Word、Excel、Power Point等）
（４）業務を遂行する上で心身共に健康であること。
（５）チャレンジ精神、責任感、柔軟性を兼ね備え、チームワークに長けていること。

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC 730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託2号 250,300円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

日・ウクライナ政府の共催による「日ウクライナ経済復興推進会議」の開催（2024年2月19日予定）等、ウクライナ復旧・復興における民間参画や民間投資促進に向けた動き・取り
組みへの期待が高まっております。JICAは、ウクライナの復興（インフラ復興のみならず経済復興を含む）に貢献すべく、対ウクライナ向けの復興・復旧支援の中で、民間活力の動
員を促進するためのさまざまな取り組みを検討しております。新規アイデアも含めて、これらの取り組みを一緒に企画・立案・実施していくことができる人材を募集いたしますの
で、一緒にウクライナの未来、日本とウクライナの関係深化に携わりたいというみなさま、ぜひともご応募いただけますと幸いです。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

中東・欧州部ウクライナ支援室 服部　修

Hattori.Osamu@jica.go.jp080 7137 6831



No.9 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 多岐にわたる分野

制度の詳細はこちら

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

民間企業と連携して開発途上国のニーズに応えていく、やりがいのある仕事です。本ポストの経験者は業務で培った経験やキャリアも活かして、企画調査員、JICA職員、開発コン
サルタント、民間企業等の国際協力の主要なポストで活躍しています。多くの方のご応募をお待ちしております。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

民間連携事業部計画・連携企画課 大関　郁

ostpl@jica.go.jp03-5226-6960

②オンライン不要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

・国際協力の知識・経験があることが望ましい。「中小企業・SDGsビジネス支援事業」への従事経験があればなお望ましい。
・実務経験年数７年以上、そのうち民間企業等で3年以上の勤務経験か、金融機関や公的機関での企業支援経験のあることが望ましい。

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/index.html事業概要については、ぜひリンク先のウェブサイトをご覧ください！

【専門嘱託】民間連携事業部計画・連携企画課

開発途上国の社会・経済開発に対するニーズは膨大であり、政府開発援助（ODA）事業のみを通じた対応には限界があります。また、近年の急速な経済成長に伴い、開発途上国に
対する資金の流れは既に民間資金がODA資金を上回っており、民間事業を通じた雇用の創出や人材育成、新たな製品や技術の流入による生活の改善といった効果がもたらされてい
ます。
JICAは、国内14か所、海外約100か所の拠点を有し、長年ODA事業を通じて開発途上国との関係を築いてきており、民間企業からは海外展開支援に関して高い期待が寄せられていま
す。また、昨今はビジネス界においても、ESGから一歩進め、SDGsや開発インパクトをビジネスの目標に掲げた取り組みが加速しつつあり、また、金融機関においても、サステナ
ビリティや開発インパクトを重視する動きが高まっています。
このような背景の中、JICAは「中小企業・SDGsビジネス支援事業」により、開発途上国の課題解決に貢献する本邦企業のビジネスづくりを支援しています。また、現在、ビジネス
化支援強化、迅速化・簡素化、開発インパクトへの貢献の観点から「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の制度改編を進めています。

本ポストでは以下の業務を行う人材を募集します。今回の募集では、特に以下1．の比重が高いポストとなります。
（１）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する運営業務（具体的には、募集・選考の手続・プロセス管理、民間企業からの内談や質問への応対、説明会での募集制度説明、
JICA関係部署及び在外事務所との連絡・調整、企業間ネットワーク形成やJICA事業実施後のフォローアップにかかる業務等）
（２）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の制度改善に関する業務（具体的には、ビジネス化支援強化施策の検討、インパクト投資動向把握等の開発インパクト向上にむけた施
策、広報、制度利用済み企業とのネットワーク化等）
（３）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する、実施監理業務及び審査業務 （具体的には、案件の実施監理、企画書の審査補助など、各事業に関わる業務全般）
（４）その他、民間連携業務を遂行する上で必要な業務（予算管理、広報、内外関係機関との調整等）。

国際協力機構本部ビル（竹橋）
住所：東京都千代田区大手町1-4-1　竹橋合同ビル なし

計画・連携企画課民間連携事業部

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

有 原則無

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を上
限に更新可能です。

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html



No.10 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 多岐にわたる分野

制度の詳細はこちら

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【専門嘱託】民間連携事業部企業連携第一課

　開発途上国の社会・経済開発に対するニーズは膨大であり、政府開発援助（ODA）事業のみを通じた対応には限界があります。また、近年の急速な経済成長に伴い、開発途上国に対する資金の流れは
既に民間資金がODA資金を上回っており、民間事業を通じた雇用の創出や人材育成、新たな製品や技術の流入による生活の改善といった効果がもたらされています。
　JICAは、国内15か所、海外約100か所の拠点を有し、長年にわたるODA事業を通じて開発途上国との関係を築いてきており、民間企業からは海外展開支援に関して高い期待が寄せられています。ま
た、昨今はビジネス界においても、ESGから一歩進め、SDGsや開発インパクトをビジネスの目標に掲げた取り組みが加速しつつあり、また、金融機関においても、サステナビリティや開発インパクトを
重視する動きが高まっています。
　このような背景の中、JICAは「中小企業・SDGsビジネス支援事業」を通じて、開発途上国の開発課題とニーズを理解し、その解決に資する製品/サービス・技術・ノウハウを試すことで海外ビジネス
を構築する本邦民間企業等の取り組みを支援しています。また、現在、ビジネス化支援強化、迅速化・簡素化、開発インパクトへの貢献の観点から「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の試行的制度
改編を進めています。

　本ポストでは以下の業務を行う人材を募集します。今回の募集では、特に以下 1．の比重が高いポストとなります。
（１）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する、実施監理業務及び審査業務（具体的には、案件の実施監理、企画書の審査補助、JICA関連部署及び在外事務所との連絡・調整等）
（２）「中小企業・SDGsビジネス支援事業」に関する、募集業務（具体的には、募集・選考の手続・プロセス管理、民間企業からの内談や質問への応対、説明会での募集制度説明等）
（３）その他、民間連携業務を遂行する上で必要な業務（予算管理、広報、内外関係機関との調整等）

国際協力機構本部（竹橋）
住所：東京都千代田区大手町1-4-1　竹橋合同ビル なし

企業連携第一課民間連携事業部

2024年7月1日～2026年6月30日

有 有

■最長契約期間: １名■募集人数（人）:
※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から2年を上

限に更新可能です。

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html

・国際協力の知識・経験があることが望ましい、特に、企業の海外展開支援に係る従事経験があればなお望ましい。
・民間企業等で3年以上の勤務経験か、金融機関や公的機関での企業支援経験のあることが望ましい。

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

PARTNERにも特集記事が掲載されています、ぜひご覧ください！ https://partner.jica.go.jp/corporate_supportView?param=index

本ポストの最大の魅力は、本邦民間企業の多様な製品・技術・ノウハウを知り、その海外展開を後押しできるところです。本ポストの経験者は、民間企業の海外展開・ビジネス化
に係るノウハウ、多様な関係者間調整、企業の案件形成支援、実施監理・審査等、業務で培った経験・能力を活かして、企画調査員、JICA職員、開発コンサルタント、民間企業等
の国際協力の主要なポストで活躍しています。多様な経験を積むことができる本ポストへの積極的なご応募、お待ちしております！

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

民間連携事業部企業連携第一課 住吉　央

ostp1@jica.go.jp03-5226-9283



No.11 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 教育 社会保障

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

高等教育分野の案件形成・実施・モニタリング・評価に関する業務にご関心がある方、是非ご応募ください。大学などの高等教育分野での実務経験をお持ちであればいっそうご活躍
できます。ご応募お待ちしています。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

人間開発部高等教育・社会保障グループ社会保障チーム 小林

hmghs@jica.go.jp050-1800-1091

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

以下の経験・知識があることが望ましい。
・国際協力、国際関係の知識及び実務経験（3年以上）
・高等教育分野における実務経験
・日本語及び英語での実務遂行が可能

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

【専門嘱託】人間開発部高等教育・社会保障グループ
社会保障チーム

JICA人間開発部高等教育・社会保障グループでは、開発途上国の高等教育機関（大学・高専等）の教育・研究・産学連携・組織運営能力の強化や大学間ネットワー
ク強化等の支援を実施しています。これらに関し、この度、以下の業務を担当する嘱託（「専門嘱託」）を募集します。担当者は、途上国及び日本国内の高等教育
分野の情報収集・分析を行うとともに、本分野の案件の形成・実施・モニタリング・評価や予算・契約管理等を行います。業務を進めるにあたっては、相手国及び
日本国内の政府機関・高等教育機関・企業などの多くのステークホルダーと緊密に連携しつつ、事業の効果を高めていく創意工夫も求められます。
【業務内容】
（１） 世界各国の高等教育分野の事業にかかる案件形成・実施・モニタリング・評価に関する業務（海外出張を含む）
（２） 本分野における開発途上国・我が国や他ドナー等の取組みに係る情報収集・分析
（３） 高等教育分野にかかる各種セミナー、ワークショップ等の企画、運営に係る支援
（４） 社会保障・障害と開発分野にかかる案件形成・実施・モニタリング・評価に関する業務（海外出張を含む）

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

高等教育・社会保障グループ社会保障
チーム

人間開発部

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から2年を
上限に更新可能です。



No.12 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 民間セクター開発 経済政策

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【専門嘱託】経済開発部民間セクター開発グループ

JICA経済開発部民間セクター開発グループ第二チームで、起業家・企業育成分野（主にアフリカ・中東・欧州・中南米地域）に関する以下の業務を担当する嘱託
（専門嘱託）を募集します。

【業務内容】
（１）企業の生産管理能力や経営能力等、企業競争力向上に関する協力案件の形成及び実施監理
（２）ビジネスを通じた社会課題の解決等、ビジネス・イノベーション創出に向けた起業家支援に関する協力案件の形成及び実施監理
（３）持続可能な観光開発に関する協力案件の形成及び実施監理
（４）国際機関、学術機関、民間企業等、民間セクター開発に関する様々なパートナーとのネットワーク強化、情報収集・分析及び対外発信
（５）その他、民間セクター開発に関するJICA内外との総合調整
※上記のうち、具体的に担当いただく業務の内容は、ご本人の経歴や適性、チーム内の体制等を踏まえて業務開始時に決定します。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

経済開発部民間セクター開発グループ

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を上
限に更新可能です。

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、3年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

民間セクター開発に関連する知識及び実務経験

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託2号 250,300円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

JICA経済開発部民間セクター開発グループでは、途上国の民間企業の育成・競争力強化を推進し、持続可能で質の高い成長を支援するとともに、現地企業と日本企業の連携関係の
強化により、双方の経済の強靭化を目指した取組を行っています。
今回募集する専門嘱託ポストでは、起業家・企業育成と観光開発分野における案件形成や実施監理を担当いただきます。個別の協力案件の担当者としてはもちろんですが、2025年
8月に横浜で開催予定の第8回アフリカ開発会議（TICAD9）での情報発信や、日本の民間企業・団体とのパートナーシップ強化等、やる気次第で様々な業務にチャレンジでき、JICA
内外で活躍いただけます。
途上国の企業競争力強化に向けた取組を積極的に提案したい方、社会課題解決のためのビジネス・イノベーションの創出に関心のある方、日本や日本企業の経験を活かし途上国経
済の成長を日本経済に取り込むアイデアをお持ちの方などからの応募を幅広くお待ちしています。また、民間セクター開発に関する実務経験がない方も大歓迎ですので、今後の
キャリア形成の幅を広げるべく、ぜひ応募をご検討ください。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

経済開発部民間セクター開発グループ第二チー
ム

伊月　温子

edgps@jica.go.jp050-1800-0826



No.13 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 経済政策

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【専門嘱託】インフラ技術業務部有償技術審査室

JICAインフラ技術業務部有償技術審査室では、主要な技術分野ごと（道路、運輸、電力、上下水道、農林等）において、我が国ODAによる有償資金協力事業（円借
款、海外投融資）の案件形成時に必要となる技術的な審査、検討等を行っています。
今般、以下の業務を担当する嘱託（専門嘱託）を募集します。
【業務内容】
（１）有償資金協力事業（円借款、海外投融資）の技術審査に関連する支援業務　※原則として、技術審査をご担当いただくものではありません。
　①新規候補案件の技術審査に係るJICA内外との調整
　②新規候補案件の審査関連情報の取りまとめ及び資料作成
　③技術審査結果に係るデータの整理、事業費の積算に用いる為替、インフレ率など経済基礎データの更新・管理等
　④道路・橋梁、運輸、電力、上下水道など主要な支援分野における本邦企業が優位性を持つ技術の情報収集、整理・分析等
　⑤技術審査に参加する外部専門家の雇用に係る内部調達手続き業務
（２）有償資金協力事業（円借款）についてJICAが発注する調査業務等に関連する内部調達手続き業務
（３）その他、当室所掌の有償資金協力事業に関連する業務

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

有償技術審査室インフラ技術業務部

2024年7月1日 ～ 2027年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から3年を
上限に更新可能です。

（１）必須条件
企業、官公庁、大学、団体等において7年以上の実務経験を有すること。
日本語及び英語での業務遂行か可能であること。
（２）以下のいずれかの経験・知識があることが望ましい
有償資金協力の制度に関する知識
円借款事業の案件形成、進捗管理に関する知識・経験

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点（相当・以上）が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

インフラ技術業務部有償技術審査室では、有償資金協力（主に円借款）によるプロジェクト型案件の質の向上に向けて技術審査・検討を行っています。これらのプロジェクトを通じ
て整備される質の高いインフラは開発途上国における経済社会の発展において大きな貢献が期待されています。こうしたプロジェクトの一旦を担っていただくやりがいのある業務へ
の関心を寄せていただき、ご応募されることをお待ちしています。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

インフラ技術業務部有償技術審査室 松山　哲

iettl@jica.go.jp080-7137-3545



No.14 ■募集ポスト名：

① ②

■契約形態： ■募集分野： 多岐にわたる分野 自然環境保全

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・登用制度 https://www.jica.go.jp/recruit/permanent/index.html

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

JICAの協力事業において必要不可欠な環境社会配慮に関して案件形成や監理の各段階における確認、レビューにかかる業務を担当します。具体的な業務内容としては、JICA環境社会配慮ガイドラインの
遵守に向け、環境影響評価報告書（EIA:Environmental Impact Assessment、英文）や住民移転計画（RAP:Resettlement Action Plan、英文）等、相手国が作成する環境社会配慮文書をレビューしま
す。また、案件形成や監理のため、業務主管部と共同で開発途上国に出張し、相手国政府や他の国際機関との協議や現場調査を行います。海外出張の頻度は半年に1回程度と見込んでいます（1回の出張
期間は1週間～2週間）。その他、JICA関係者向けの環境社会配慮に関する研修講師や、担当案件に関する外部有識者からなる「環境社会配慮助言委員会」の運営等も担います。審査部における各種文書
の作成から、開発途上国の現場での協議、現地調査など多岐にわたる業務を担うため、何事にも柔軟かつ協調性をもって取り組んでいただける方のご応募をお待ちしております。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

審査部環境社会配慮審査課 安元

erte1@jica.go.jp050-1800-2745

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

専門嘱託3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．正職員への登用：一定の条件を満たす方を正職員へ登用する制度があります。
７．その他：昇給なし。機構スタッフの互助組織である厚生会(月額基本給実額の0.4%相当を会費として徴収)に一律加入頂き、各種給付制度や割引制度の利用が可能です。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

 （必須条件）
・分野を問わず社会人経験を有すること。
・日本語及び英語での業務遂行が可能であること。
・業務を遂行する上で健康に支障のないこと。
・海外出張が可能なこと。
・開発援助に関心があること。

職務内容

専門嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC800点以上必須。TOEIC860点以上、Internet-based TOEFL 100点以上、英検1級、国連英検A級、IELTS 7.0以上のレベルが望ましい。）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

【専門嘱託】審査部環境社会配慮審査課兼
環境社会配慮監理課

JICA審査部環境社会配慮審査課兼監理課で環境社会配慮業務を担う嘱託（専門嘱託）を募集します。

【業務内容】
（１）JICAの事業が環境や社会に及ぼしうる負の影響を回避・緩和するために、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（以下リンク）に基づき、案件担当者
として、協力事業の環境社会配慮に係る業務（相手国等との協議、事業サイト踏査、協議文書の作成を含む環境審査、実施中事業の環境社会配慮状況のモニタリン
グなど）を行う。
（２）外部有識者からなる「環境社会配慮助言委員会」の開催支援や、世界銀行やその他の開発金融機関等のEnvironmental and Social Framework/セーフガードポ
リシー等やその調和化に関する調査・情報収集・意見交換、JICA職員等向けの研修講師等を行う。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル なし

環境社会配慮審査課兼
環境社会配慮監理課

審査部

2024年7月1日 ～ 2026年6月30日

有 有

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:※双方合意の上で1年毎に更新を行い、最長で採用日から2年を上
限に更新可能です

国際協力機構環境社会配慮ガイドライン http://www.jica.go.jp/environment/guideline.html



No.15 ■募集ポスト名：
（科学技術協力・国際
頭脳循環推進）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 多岐にわたる分野

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【アソシエイト専門員】ガバナンス・平和構築部STI・
DX室STIチーム

【募集・業務の背景】
JICAは、これまで日本の大学・研究機関とともに途上国の大学・研究拠点支援を実施し、研修員受入と専門家派遣といった人の行き来を通じて課題解決を図るとともに共同研究を促進してきた。複合的危機や地球規模課題に対
応していくためには、開発協力に資する技術革新を生み出す科学技術分野での外部アクターとの共創を一層促進していく必要がある。一方、日本国内に目を向けると、他先進国・新興国と比しての科学技術力の低下いう課題も
あり、大綱改定で国際頭脳循環が明記されたことからも、ODA事業を通じた同課題解決への貢献も期待されている。左記ニーズや期待にJICAが中期的に応えていくためには、各JICAグローバルアジェンダ(JGA)の分野専門性を有
する人材に加え、JICA内部に大学・研究機関との共創に関する戦略の策定・運営を担える専門人材の確保が必要である。具体的には、大学・研究機関でリサーチ・アドミニストレーター等を経験し、関連政策動向の調査・分
析、研究力の調査・分析、産学・国際連携のコーディネーションに長け、ODA事業に適した研究シーズの探求と研究者との連携事業の立上げ・実施中の仕組みを構築できる人材を想定する。
なお、アソシエイト専門員は、開発途上地域等における複数の国際協力の経験を有し、かつ、将来にわたり国際協力事業に従事することを志向する方をアソシエイト専門員として確保し、国際協力事業の効果的・効率的な実施
の促進及び事業の質的向上に資することを目的としています。

【業務の目的】
本アソシエイト専門員は、開発協力における技術革新を生み出す科学技術分野での外部アクターとの共創を一層促進するための、即戦力としての活躍を期待する。

【業務内容】
ガバナンス・平和構築部STI・DX室におけるSTIチームにおいて、以下の業務を担当。
（１） 科学技術と開発に関する国際場裏での議論や、日本、他先進国、国際機関の関連政策の情報収集・分析
（２）JICAの科学技術協力に関する方針（案）の検討
（３） JICAグローバルアジェンダ(JGA)における内外研究者との共創の促進に向けた施策の構想検討と実施計画の策定
（４）2024年度立上げ予定の STI4D Lab (Science Technology and Innovation for Development Lab)を通じた、関係事業部と研究者の共創（短期研究・調査、構想策定、概念実証等）事業の組成・実施
（５）社会実装の促進に向けてJICAが関与する共同研究事業や関係研究者と国際機関、財団、内外投資家等をブリッジする仕組みの検討・実施
※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル 無

STIチームガバナンス・平和構築部STI・DX室

2024年7月1日　～　2026年6月30日

有 有

■最長契約期間: ■募集人数（人）: 1
※最長契約期間が1年以上の場合、双方合意の上で、

1年毎に更新を行い、採用日から2年を上限に更新可能です。

【関連実務年数】
専門家又は企画調査員もしくは同等とみなされる実務経験3年以上、また原則、下記業務経験を通算で10年以上有する方とします。
- 大学・研究機関・科学関連ファンディングエージェンシー・関連財団等で、研究の企画・運営や研究支援業務を、リサーチアドミニストレーター（RA）等の立場で経験されている方。
- 国際機関等でSTI4D方針や運営に関わった経験を有する方。
- ODA事業において途上国政府の科学技術分野の政策・戦略策定等の業務経験を有する方。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。（記入者への補足情報：求められる号数に応じて★マークを調整してください。右のコメント欄参照。）
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★★　問題発見・分析力★★★　コミュニケーション力★★★　援助関連知識・経験★★　地域関連知識・経験－
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］

職務内容

アソシエイト専門員

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC860点以上が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール、テレビ会議運営等）

修士以上 17年以上

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

アソシエイト専門員6号 459,990円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

科学技術分野でのJICAと外部アクターとの共創促進をもって、開発協力に資する技術革新に繋げていくという、新しく重要でダイナミックな業務に従事いただくポストです。ご応募
をお待ちしています。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

ガバナンス・平和構築部STI・DX室STIチーム 廣澤仁

Hirosawa.Jin@jica.go.jp080-7137-4292



No.16 ■募集ポスト名：
（アフリカ・カイゼン・
イニシアティブ）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 民間セクター開発

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

・グローバルアジェンダ https://www.jica.go.jp/activities/issues/private_sec/index.html

【アソシエイト専門員】経済開発部民間セクター開発グループ
第二チーム

【募集・業務の背景】
　民間企業の成長すなわち民間セクター開発は、①自立的な経済成長、②雇用の創出、③国民の所得向上の源泉である。他方、開発途上国においては、①産業・投資政策及びビジネス環境の整備や②産業人材育成（知識・技
術・ノウハウ習得）が経済成長のボトルネックとなっている。JICAは、民間セクター開発分野の事業戦略として策定した『民間セクター開発グローバル・アジェンダ（GA）』及び同GAに紐づくクラスター事業戦略の一つであ
る『アフリカ・カイゼン・イニシアティブ』では、品質・生産性向上アプローチとして始まった「カイゼン」に加え、企業の経営管理能力向上、また、金融アクセス能力向上を含めた「カイゼン・アプローチ」をアフリカ地
域へ普及するための仕組みを構築することで、アフリカ企業の競争力向上に貢献することを目的するとしている。
　なお、アソシエイト専門員は、開発途上地域等における複数の国際協力の経験を有し、かつ、将来にわたり国際協力事業に従事することを志向する方をアソシエイト専門員として確保し、国際協力事業の効果的・効率的な
実施の促進及び事業の質的向上に資することを目的としている。

【業務の目的】
本アソシエイト専門員には、本邦企業との連携も視野に入れつつ、支援対象国の現状を踏まえた民間セクター開発グローバル・アジェンダうち「アフリカ・カイゼン・イニシアティブ」の推進・企画・運営・改善に係る専門
的貢献、体系化、対外発信の活動を期待する。

【業務内容】
（１）民間セクター開発分野プロジェクトの事業計画立案・案件監理、技術団員としての参加とインプット、およびプロジェクトに対する技術的指導を通じたフィードバック
（２）セミナー等の国際会議、イベント等における発信
（３）民間セクター開発分野の他ドナー、在外事務所、専門家・コンサルタント、民間企業、NGO等の関係者とのネットワーク形成・維持・拡大
（４）民間セクター開発分野に関する各種情報の収集・整理・分析
（５）民間セクター開発分野に関わる担当国関連事業（技術協力プロジェクト、個別専門家、国別研修、課題別研修等）の有機的な連携を通じた戦略強化
（６）民間セクター開発KMNにおける各種業務

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル 無

第二チーム経済開発部民間セクター開発グループ

2024年7月1日　～　2026年6月30日

有 有

■最長契約期間: ■募集人数（人）: 1
※最長契約期間が1年以上の場合、双方合意の上で、

1年毎に更新を行い、採用日から2年を上限に更新可能です。

【関連実務年数】原則、下記の要件を満たす方とします。
・当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、国際協力業務又は特定の課題における実務経験7年以上有する者。
・技術協力専門家又は企画調査員等（以下「専門家」という。）としての派遣又はこれと同等の見なされる実務経験を3年以上。
【求められる資質と能力】本件で求められる資質と能力は以下のとおりです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★★　地域関連知識・経験★
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］

職務内容

アソシエイト専門員

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC860点以上が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

途上国における民間セクター開発分野での専門家・コンサルタント等としての経験（国内外問わず）。

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール、テレビ会議運営等）

修士以上 7-10年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

アソシエイト専門員3号 308,170円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、賞与(6月及び12月)、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

JICA経済開発部民間セクター開発グループでは、途上国の民間企業の育成・競争力強化を推進し、持続可能で質の高い成長を支援するとともに、現地企業と日本企業の連携関係
の強化により、双方の経済の強靭化を目指した取組を行っています。
今回募集する専門嘱託ポストでは、起業家・企業育成と観光開発分野における案件形成や実施監理を担当いただきます。個別の協力案件の担当者としてはもちろんですが、2025
年8月に横浜で開催予定の第8回アフリカ開発会議（TICAD9）での情報発信や、日本の民間企業・団体とのパートナーシップ強化等、やる気次第で様々な業務にチャレンジでき、
JICA内外で活躍いただけます。
途上国の企業競争力強化に向けた取組を積極的に提案したい方、社会課題解決のためのビジネス・イノベーションの創出に関心のある方、日本や日本企業の経験を活かし途上国
経済の成長を日本経済に取り込むアイデアをお持ちの方などからの応募を幅広くお待ちしています。また、民間セクター開発に関する実務経験がない方も大歓迎ですので、今後
のキャリア形成の幅を広げるべく、ぜひ応募をご検討ください。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

経済開発部民間セクター開発グループ第二チーム 伊月温子

edgps@jica.go.jp050-1800-0826



No.17 ■募集ポスト名： （行政（全世界））

① ②

■契約形態： ■募集分野： ガバナンス 多岐にわたる分野

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

　　https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=resource&param=type11

【特別嘱託】ガバナンス・平和構築部ガバナンスグ
ループ行財政・金融チーム

【案件の背景】
持続的な発展が求められる途上国では、適切な行政機構を構築し、住民へのサービス・デリバリーを効率的かつ効果的に行う事が求められています。しかし、多くの途上国では、国・地方の両レベルにおいて、制度、財政、人
材（能力）が十分に整っていない状況であり、途上国政府における行政分野の能力向上は不可欠な状況です。
JICAは、主にアジア、アフリカ、中南米に対して行政・消防分野の支援を実施していますが、近年の取り組みを分類すると、大まかには次のとおりになります。

　・行政・財政機能強化（中央／地方）　　・公務員制度改革、公務員能力強化（中央／地方）
　・地方自治体／住民参加型　開発計画策定　　・消防・救助

このような現状において、多様化かつ増加傾向にある行政分野に対する途上国からのニーズに対し、適切な支援アプローチを検討し同分野の支援を推進していく人材の育成が必要となっています。

【業務の目的】
ガバナンス・平和構築部行財政・金融チームにおいて、全世界を対象に行政分野及び消防分野の関連プロジェクトの情報収集、分析、支援を行うとともに、関連の技術協力プロジェクトへ専門家として派遣の対象となることを
想定し、プロジェクトの円滑な実施に寄与する。 （派遣先としてタンザニア・南アフリカ・ホンジュラス等を想定していますが、変更の可能性があります。）

【期待される成果・業務内容】
（１）行政分野における国際協力の知見の蓄積・発信を行う。
 行政分野及び関連プロジェクトの情報収集、分析、整理。消防分野関連のセミナーへの出席、情報発信。
（２）行政分野に関するネットワークの維持、拡大を行う。
本邦関係機関や途上国の実施機関とのネットワークの維持・拡大。
（３）行政分野及び消防分野支援の実施促進を行う。
JICA専門家や関連省庁、並びに事業受注者等と調整し、技術協力案件の活動計画・予算計画の策定・実施管理、専門家派遣や本邦研修に係る調整・実施管理、無償資金協力準備調査の立上げ・実施管理等を行う。
（４）行政分野に係る支援方針の方向性が検討される。
行政分野に係る支援方針案（重点課題、重点地域、支援アプローチ、リソース等）の検討・作成支援を行う。なお、行政分野支援については2023年度に同分野の支援方針に関するプロジェクト研究を実施しており、それをたた
き台に詳細な支援方針を作成していくことになる。
（５）特別嘱託契約終了後に派遣される専門家業務が円滑に実施される。
相手国実施機関への技術移転、関係機関・関係者と連携したプロジェクトの推進。

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、タンザニア、南アフリカ、もしくはホンジュラスへの海
外派遣を想定（変更の可能性あり）

※本ポストは、次に長期専門家の対象となることを想定したものです。長
期専門家としての派遣が決定した際には、本ポストの契約は終了となりま

す。

ガバナンスグループ行財政・金融チームガバナンス・平和構築部

2024年7月1日～2025年6月30日　更新なし

有 有

■最長契約期間: ■募集人数（人）: 1※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限
り、1回を上限に契約を更新されることがあります
（その場合の最長契約期間は採用日から2年）。

【関連実務年数】
原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．行政管理・公共経営、公務員人材育成、地方行財政、消防の分野のいずれかにおいて、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、5年以上の実務経験を有すること（必ずしも海外での業務経験に限らない）
２．JICA専門家/企画調査員として1年以上の派遣経験もしくは同等の海外経験を有すること。

また、以下のうち、いずれかの経験・知識があることが特に望ましい。
事業企画、プロジェクト管理、マネジメント経験、海外（特に途上国）との交渉・調整・在住経験

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★★　コミュニケーション力★★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］

職務内容

特別嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

西語（DELE B1～B2程度）

英語（TOEIC730点以上、860点以上あれば特に望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

特別嘱託3号 421,160円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

行政分野は幅広いですので、日本国内で行政部門に従事したご経験をお持ちの方、各々のセクター行政での国際協力経験のある方、公務員に対する人材育成・研修のご経験のあ
る方など、様々なバックグラウンドをお持ちの方のご応募をお待ちしています。行政分野は国の根幹であるため、成果の発現に時間はかかりますが、その分大きなインパクトを
もたらす可能性のある分野です。また現在、行財政・金融チームでは、多様化する支援ニーズに応えるため、行政分野支援の今後の方向性を検討しており、このタスクにも携っ
ていただく予定です。尚、特別嘱託は、契約終了後、JICA専門家等として海外へ長期派遣される方を想定した制度です。詳細は以下URLをご覧ください。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ行財政・金融チーム 山本　美奈子

yamamoto.minako@jica.go.jp080-7107-1251



No.18 ■募集ポスト名：
（脆弱地域の地方行政
強化）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 平和構築 多岐にわたる分野

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

望ましい

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【案件の背景】
 JICA平和構築グローバルアジェンダ（課題別事業戦略）において、紛争影響国の中でも特に脆弱な地域に対しては、地方行政能力強化とコミュニティ強化を通
じ、強靭な国・社会を作っていくことを協力方針として定めています。紛争影響地域での強靭な国・社会づくりの基盤となる地方行政強化について、過去及び実施
中の事業効果や教訓の整理、外部パートナーとの関係構築や、さらには国内外を含めたプラットフォームの構築を図ることが求められています。そのため、脆弱地
域における行政分野の知見を有し、課題解決に貢献できる人材の確保が急務となっています。

【業務の目的】
  ガバナンス・平和構築部平和構築室において、平和構築、地方行政（業務調整を指導科目に含む）の専門家として、関連の技術協力プロジェクト（※）へ派遣の
対象となることを想定とし、全世界を対象に脆弱地域の地方行政強化のための支援を行う。（※派遣先として東南アジアあるいはアフリカを想定していますが、各
案件の状況を踏まえて決定するため、変更の可能性があります。）

【業務内容】
（１）平和構築室の事業（特に地方行政案件）に対する助言・サポート
　①JICAの脆弱地域の地方行政案件に係る過去・現在の取組に係る教訓・知見・課題の蓄積・整理
　②JICA内での理解促進（情報交換、関連会議出席、勉強会の開催等）
　③JICAの脆弱地域における地方行政強化の方針、アプローチの体系化等
（２）外部パートナーとの関係構築
　①他ドナー、国際機関の取り組みに係る情報収集・分析、情報交換
　②日本国内のリソース発掘、関係構築及び支援対象国向けの研修コンテンツ作成
　③海外、国内共に脆弱地域における地方行政強化を推進するための新たなパートナーの開拓、国際会議やセミナー等での発信
（３）平和構築室の事業（特に地方行政強化案件）に対する助言・サポート
　①フィリピン・ミンダナオで実施中の自治政府設立支援、パキスタン国境地域の地方行政強化プロジェクト、コートジボワールの地方行政強化プロジェクト等を
中心とした案件監理支援、出張を通じた助言など

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【特別嘱託】ガバナンス・平和構築部平和構築室

職務内容

特別嘱託

■業務内容：

■最長契約期間:

2024年7月1日～2025年6月30日　更新なし

■募集人数（人）: 1※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限
り、1回を上限に契約を更新されることがあります
（その場合の最長契約期間は採用日から2年）。

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後フィリピン又はアフリカへの海外派遣を想定（変更の可能
性あり）

※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象となることを想定したもので
す。長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポストの契約は終了と

なります。

ガバナンス・平和構築部 平和構築室

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点以上が望ましい）

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

平和構築（難民支援含む）・地方行政分野に関する業務経験

学士以上 7-10年

■求められる資質・能力・経験:

【関連実務年数】
原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、5年又は7年以上の実務経験を有すること。
２．JICA専門家/企画調査員として1年以上の派遣経験もしくは同等の海外経験を有すること。

また、以下のうち、いずれかの経験・知識があることが特に望ましい。
・平和構築（難民支援含む）・地方行政分野に関する実務経験（5年以上）
・国内外での人道支援・開発協力に関連する実務経験（７年以上）

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★★　援助関連知識・経験★★　地域関連知識・経験★
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］

特別嘱託3号 421,160円

■待遇:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

紛争影響を受けた地域において、JICAは行政官と住民の信頼醸成や、住民間の社会的結束の強化を目指した公共サービス提供能力強化や生計向上事業を実施してきています。事業を
通じて住民に信頼されやりがいや自信を取り戻す行政官や、社会での役割を見出す若者や女性などの姿に触れるなど、現場における成果を実感できる機会があります。困難な状況で
も前向きに工夫して取り組む方の応募をお待ちしております！

要 ②オンライン

ガバナンス・平和構築部　／平和構築室 島田　具子

050-1800-3564 gpgpb@jica.go.jp



No.19 ■募集ポスト名： (ジェンダーと開発)

① ②

■契約形態： ■募集分野： ジェンダーと開発

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

・グローバルアジェンダ：

【特別嘱託】ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削
減推進室

【案件の背景】
JICAでは課題別事業戦略（グローバルアジェンダ）「ジェンダー平等と女性のエンパワメント」を定め、特に注力する分野をクラスターとして「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」と「ジェンダースマートビジネスの振興」を設
定しています。「ジェンダーに基づく暴力の撤廃」では、GBV被害を受けたサバイバーの保護・救済及び自立・社会復帰に向けた制度整備や人材育成、社会の意識・行動の変容に向けた活動を通じて、サバイバーへの支援サー
ビスの拡大を図るとともに、ジェンダーに基づく暴力を生み出さない地域や社会づくりを目指しています。「ジェンダースマートビジネスの振興」では、女性の起業、リーダーシップ、就労の促進や女性フレンドリーな製品・
サービスの提供支援等を通じ、市場を介してジェンダー不平等の解決を図ります。また、JICAが実施するあらゆる事業においてジェンダー視点に立った取り組みを計画・実施するジェンダー主流化を進めています。

【業務の目的】
ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室において、関連の技術協力事業（※）へ派遣の対象となることを想定し、ジェンダーに基づく暴力の撤廃とジェンダースマートビジネスの振興に貢献する案件形成や実
施監理を行う。また、JICAが実施する事業におけるジェンダー主流化支援を行う。
（※派遣先として南スーダンを想定していますが、各案件の状況を踏まえて決定するため、変更の可能性があります。）

【期待される成果】
（１）ジェンダーに基づく暴力の撤廃に資する案件の形成・実施監理が促進される。
（２）ジェンダースマートビジネスの振興に資する案件の形成・実施監理が促進される。
（３）JICAが実施する事業においてジェンダー主流化が促進される。

【業務内容】
（１）ジェンダーに基づく暴力の撤廃関連案件の実施監理、新規事業の形成、情報収集、分析、整理、発信
（２）ジェンダースマートビジネスの振興連案件の実施監理、新規事業の形成、情報収集、分析、整理、発信
（３）様々な分野課題の案件におけるジェンダー分析、ジェンダー視点の取組、評価指標の検討における支援、助言
（４）JICA 内外向け研修・セミナーに関する企画・助言・実施

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後アジア・アフリカ地域等への海外派遣を想定（変更の可能
性あり）

※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象となることを想定したもので
す。長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポストの契約は終了と

なります。

ジェンダー平等・貧困削減推進室ガバナンス・平和構築部

2024年7月1日～2025年6月30日　更新なし

有 有

■最長契約期間: ■募集人数（人）: 1※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限
り、1回を上限に契約を更新されることがあります
（その場合の最長契約期間は採用日から2年）。

【関連実務年数】
原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、5年以上の実務経験を有すること。
２．JICA専門家/企画調査員として1年以上の派遣経験もしくは同等の海外経験を有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★★　コミュニケーション力★★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］

職務内容

特別嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC860点／TOEFLiBT100点・PBT600点／IELTS6.5以上が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

②オンライン要

特別嘱託3号 421,160円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

https://www.jica.go.jp/activities/issues/gender/index.html

ジェンダー平等と女性のエンパワメントに向けて、インパクトのある仕事をしたいという熱意のある方をお待ちしています。JICAでは、性別に関係なく誰もが自分らしく生き、能
力を発揮できる社会を目指してジェンダー主流化の取組を進めています。特に、ジェンダーに基づく暴力の撤廃とジェンダースマートビジネスの振興にこれから注力していく方針
です。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室 国武　匠

gpgge@jica.go.jp050-1800-3413



No.20 ■募集ポスト名：
（アジア投資促進・産業振
興）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 民間セクター開発

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■最長契約期間: ■募集人数（人）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

【特別嘱託】経済開発部民間セクター開発グループ第
一チーム

【案件の背景】
　JICAは、アジア地域の市場経済移行国におけるビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として設置された日本人材開発センターを、日本とセンター所在国とのビジネス交流を促進するプラットフォームと位置づけ、
現地及び日本企業の人的・情報ネットワークの拠点としての強化に取り組んでいる。また新たなビジネス交流の一環として、日本センターでは、現地スタートアップ企業を対象としたビジネスプランコンテストやアクセラ
レーションプログラム等、現地のスタートアップエコシステム構築支援に取り組む例や、現地及び日本企業の人的・情報ネットワーク拠点の一環として外国人材の受入支援にも取り組んでいるも増加している。

【業務の目的】
　アジア地域（東南アジア、東・中央アジア）に長期専門家（業務調整／ビジネスネットワーキング）として派遣の対象となること想定し、JICA本部において、アジア地域における日本企業と現地企業間のビジネスリン
ケージ強化、外国人材送出・受入支援、スタートアップエコシステム構築に貢献する案件形成や実施監理を行う。

【期待される成果】
（１）ビジネスリンケージ強化、外国人材送出・受入支援やスタートアップエコシステム構築に資する案件の形成・実施監理が促進される。
（２）ビジネスリンケージ強化、外国人材送出・受入支援やスタートアップエコシステム構築に資する外部機関との連携が構築・強化される。
（３）ビジネスリンケージ強化、外国人材送出・受入支援やスタートアップエコシステム構築に資する案件や外部機関との連携の成果が対外発信される。

【業務内容】
　東南アジア・大洋州、東・中央アジアにおける民間セクター開発（アジア投資促進・産業振興）の案件に関連し、以下の業務を実施する。
（１）案件の形成・実施監理：日本センター案件の実施監理、外国人材送出・受入支援やスタートアップ支援案件の形成
（２）外部機関との連携：日本センター案件の関係機関（経済団体・省庁・大学等）との情報交換や具体的な連携策の協議、民間企業とJICAとの個別のパートナーシップに基づく連携活動の実施
（３）対外発信：各案件の広報、国内外の民間セクター開発分野における各種会議・イベントでの情報発信

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、アジア地域（東南アジア、東・中央アジア）の日本セン
ター事業実施国への派遣を想定（変更の可能性あり）

※本ポストの職制は、次に長期専門家として派遣の対象となることを想定
したものです。長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポストの契

約は終了となります。

民間セクター開発グループ第一チーム経済開発部

2024年7月1日　～　2025年6月30日 更新なし
※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限

り、1回を上限に契約を更新されることがあります
（その場合の最長契約期間は採用日から2年）。

1

有 有

【関連実務年数】
原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１　当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、5年以上の実務経験を有すること。
２　JICA専門家/企画調査員として1年以上の派遣経験もしくは同等の海外経験を有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
　分野・課題専門力★★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★
［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：不問］

職務内容

特別嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（原則TOEIC860点以上またはTOEFLiBT100点・PBT600点、IELTS6.5以上）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

②オンライン要

特別嘱託3号 421,160円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

JICA専門家として現地企業の人材育成や現地企業・日本企業間のビジネスリンケージ強化に取り組んでいただくことを前提にしたポストとなります。
途上国におけるビジネス経験をお持ちの方、日本式経営や日本企業の強みを現地企業に伝えていくことに意欲をお持ちの方、日本や日本企業の経験を活かし途上国経済の成長を
日本経済に取り込むアイデアをお持ちの方などからの応募を幅広くお待ちしています。今後、民間セクター開発分野の専門家としてのキャリア形成の幅を広げていただけるよう
な機会を提供したいと考えています。業務の開始時期は応募者のご事情を踏まえ調整可能です。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

経済開発部民間セクター開発グループ第一チーム 奥本　恵世

edgps@jica.go.jp03-5226-8055



No.21 ■募集ポスト名： (パリ協定の実施促進)

① ②

■契約形態： ■募集分野： 気候変動対策 環境管理

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

望ましい

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【特別嘱託】地球環境部環境管理・気候変動対策グ
ループ

【案件の背景】
　2022年の国連気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国会議（COP26）では、平均気温上昇を1.5℃以内に抑えるため、2030年までの期間を極めて重要な時期と定めるとともに、各国がそ
の取り組みを強化しています。パリ協定は各締約国に対し、短期的な温室効果ガス（GHG）の排出削減目標である「自国が決定する貢献（NDC）」の策定・提出を義務づけており、
2025年に改訂版の提出が求められる見込みです。開発途上国のGHG排出を早期にピークアウトさせ、「低炭素かつ気候変動に強靭な社会」への円滑な移行を促していくためには、NDC
等の策定、実施を強化し、取り組みを強化することが急務です。
　JICAでは途上国政府の気候変動対策の対応能力向上と、各開発課題と気候変動対策の推進を両立させたコベネフィット型の対策の推進能力を向上させ、気候変動枠組条約における
国際目標の達成と持続可能で強靭な社会の構築の実現に貢献するため事業を推進しています。
本分野の知見を有する開発専門家は限られていることから、JICA事業におけるパリ協定の実施促進のため、特別嘱託として即戦力の人材を確保する必要があります。

【業務の目的】
　地球環境部環境管理・気候変動対策グループにおいて、気候変動対策の技術協力プロジェクト（※）へ専門家（業務調整を指導科目に含む）として派遣の対象となることを想定
し、全世界やJICA内外を対象に気候変動対策に係る協力推進のための支援を行う。（※派遣先としてマレーシア、バングラデシュ、ベトナム等を想定していますが、各案件の状況を
踏まえて決定するため、変更の可能性があります。）

【期待される成果】
（１）気候変動対策分野、パリ協定の動向や気候変動関連プロジェクトの情報が収集、分析、整理され、情報発信される。
（２）気候変動対策分野に関する関係者間ネットワークが維持、拡大される。

【業務内容】
（１）気候変動対策分野にかかる案件の形成・管理に関する業務（国内外の出張を含む）
（２）JICAグローバルアジェンダ（気候変動）に関する情報収集・整理、対外発信
（３）気候変動対策分野に関するナレッジや各種研修に関する情報の蓄積・整理、対外発信
（４）国内外の関連会議における情報収集、情報発信及びネットワーキング
（５）緑の気候基金に関する情報収集・整理
（６）担当案件に関する情報の収集・整理及び分析
（７）その他、地球環境部環境管理・気候変動対策グループ次長／課長の指示のもと、同グループが所掌する業務の補佐を行う。
※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後マレーシア、バングラデシュ、ベトナム等への海外派遣を
想定（変更の可能性あり）

※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象となることを想定したもので
す。長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポストの契約は終了と

なります。

環境管理・気候変動対策グループ地球環境部

2024年7月1日～2025年6月30日　更新なし

有 有

■最長契約期間: ■募集人数（人）: 1※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限
り、1回を上限に契約を更新されることがあります
（その場合の最長契約期間は採用日から2年）。

【関連実務年数】
原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、7年以上の実務経験を有すること。
２．JICA専門家/企画調査員として1年以上の派遣経験もしくは同等の海外経験を有すること。

また、以下のうち、いずれかの経験・知識があることが特に望ましい。
・環境分野（気候変動対策、自然環境、環境管理、水資源、防災等）または関連性のある分野（運輸交通、都市開発、資源・エネルギー、農業等）で、大卒程度の専門性を有すること。
・開発援助や国際協力分野で3年程度の海外経験を有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★★★　地域関連知識・経験★

職務内容

特別嘱託

■業務内容：

■求められる資質・能力・経験:

英語（TOEIC730点以上が望ましい）

■必要な語学力:

■必要な技術資格:

気候変動対策分野に関する業務経験

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 7-10年

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/__icsFiles/afieldfile/2024/03/05/climate_text.pdf・グローバルアジェンダリンク：

JICAではグローバルアジェンダを設定し、開発途上国に対する気候変動対策支援を強化しています。当機構内外の関係者と調整を図りながら、主体的に気候変動に係る事業やパート
ナーシップの企画・実施していただくことを想定しています。これから気候変動に関する業務に関わりたい方の応募も歓迎します。

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

地球環境部　／環境管理・気候変動対策グループ 吉田　健太郎

Yoshida.Kentaro@jica.go.jp080-7107-9511

①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）要

特別嘱託3号 421,160円

■待遇:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。



No.22 ■募集ポスト名：
（民間連携・三角協力
推進等）

① ②

■契約形態： ■募集分野：
援助アプローチ／戦略／
手法

事業調整・南南・三角協
力

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【案件の背景】
JICA中南米部では、中南米・カリブ地域に対する国際協力を実施しており、域内各国の情報収集及び協力計画の作成、個別の協力案件の形成・審査・監理等を行っています。その中で、南米課はコ
ロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ペルー、ボリビア、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチン、チリを所掌してます。

【研修の目的】
本ポストでは、開発途上国・地域等における課題解決に資する専門知識と一定の活動経験を有し、将来にわたり国際協力業務に従事することを志望する若手人材を対象に、主に国内においてJICA事
業を実地に研修する機会を提供するものです。これにより、国際協力に関する実践的な計画策定、運営管理といった協力手法等についての能力向上を図り、JICA事業実施においてニーズがありなが
ら人材が不足する分野の人材を養成することを目的としています
研修終了後は、中南米・カリブの拠点にて事業監理・案件形成促進の企画調査員として派遣の対象となることを想定しています。なお、研修を通し、各派遣候補先に必要な知識と能力を習得し、こ
れらに照らして派遣の可否が最終的に判断されます。

【期待される成果】
（１）南米の担当国の情報収集・分析により、協力計画の策定に貢献する。
（２）個別協力案件の形成・監理に貢献する。
（３）上記関係業務に関するJICA内外の関係者との協議・調整に貢献する。
（４）ジュニア専門員契約終了後に中南米カリブ地域の在外拠点における事業監理・案件形成促進のための企画調査員として業務を行うために必要な知識・技能等を習得する。

【研修内容】
（１）南米の担当国における実施中案件・案件形成を目指すセクターの情報収集及び分析、協力計画の立案
（２）個別の協力案件（技術協力、円借款、海外投融資等）に関する形成・審査・監理支援
（３）上記関係業務に関するJICA内外の関係者との協議・調整
（４）その他、協力事業を実施する上で必要な業務の支援
※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【ジュニア専門員】中南米部南米課

職務内容

ジュニア専門員

■業務内容：

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後中南米・カリブ地域への海外派遣を想定
※本ポストの職制は、次に企画調査員などの対象となることを想
定したものです。企画調査員などとしての派遣が決定した際に

は、本ポストの契約は終了となります。

2024年7月1日～2025年12月31日

中南米部 南米課

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点（相当・以上））

西語（DELE中級（B2）（2009年度以前の資格保持者）、DELE中上級（B2）（2010年度以降の資格保持者））が望ましい）

※双方合意の上で1年毎に更新を行い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合
に限り、1年6カ月を超えて契約を更新されることがあります（その場合の

最長契約期間は採用日から2年6か月まで）。

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

■求められる資質・能力・経験:

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、4年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★　　　［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：
不問］

ジュニア専門員 342,070円

■待遇:

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

マネジメント力を高めたい方、国際協力におけるご自身の総合力を高めたい方にお勧めポストです。

要 ②オンライン

中南米部南米課 高畠（たかばたけ）

8071386812 takabatake.chiaki.2@jica.go.jp



No.23 ■募集ポスト名：
（アジア投資促進
（東・中央アジア））

① ②

■契約形態： ■募集分野： 民間セクター開発

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【案件の背景】
　JICAは、アジア地域の市場経済移行国におけるビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として設置された日本センターを、日本とセンター所在国とのビジネス交流を促進するプラットフォームと位置づけ、現地及び
日本企業の人的・情報ネットワークの拠点としての強化に取り組んでいる。また日本センターでは、外国人材の受入・送出や、日本で就労経験を有する人材が帰国後に産業人材として活躍できるよう支援を行っている例も
増加している。本ポストでは、JICA本部において、アジア地域における日本企業と現地企業間のビジネスリンケージ強化・ビジネス人材育成や、外国人材受入・送出支援に貢献する案件形成や実施監理を行う。

【研修の目的】
本ポストでは、開発途上国・地域等における課題解決に資する専門知識と一定の活動経験を有し、将来にわたり国際協力業務に従事することを志望する若手人材を対象に、主に国内においてJICA事業を実地に研修する機会
を提供するものです。これにより、国際協力に関する実践的な計画策定、運営管理といった協力手法等についての能力向上を図り、JICA事業実施においてニーズがありながら人材が不足する分野の人材を養成することを目
的としています
研修終了後は、アジアでの民間セクター開発分野における技術協力プロジェクト専門家（指導科目に業務調整を含む）として派遣の対象となることを想定しています。なお、研修を通し、各派遣候補先に必要な知識と能力
を習得し、これらに照らして派遣の可否が最終的に判断されます。

【期待される成果】
（１）民間セクター開発分野及び関連プロジェクトの情報収集、分析により同分野協力の戦略性強化に貢献する。
（２）民間セクター開発分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理に貢献する。
（３）民間セクター開発分野に関するネットワークの維持、拡大に貢献する。
（４）ジュニア専門員契約終了後に民間セクター開発分野の専門家として業務を行うために必要な知識・技能等を習得する。

【研修内容】
（１）案件の形成・実施監理：日本センター案件及び外国人材受入・送出に係る案件の形成・実施監理
（２）外部機関との連携：日本センター案件及び外国人材受入・送出に係る案件における関係機関（経済団体・省庁・大学等）との情報交換や具体的な連携策の協議、民間企業とJICAとの個別のパートナーシップに基づく
連携活動の実施
（３）対外発信：各案件の広報、国内外の民間セクター開発分野における各種会議・イベントでの情報発信

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【ジュニア専門員】経済開発部民間セクターグループ
第一チーム

職務内容

ジュニア専門員

■業務内容：

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、日本センター対象国（アセアンもしくは東・中央アジ
ア）への海外派遣を想定　※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象と
なることを想定したものです。長期専門家としての派遣が決定した際に

は、本ポストの契約は終了となります。

2024年7月1日～2025年12月31日

経済開発部 民間セクターグループ第一チーム

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点（相当・以上））

※双方合意の上で1年毎に更新を行い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合
に限り、1年6カ月を超えて契約を更新されることがあります（その場合の

最長契約期間は採用日から2年6か月まで）。

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

■求められる資質・能力・経験:

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、4年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。
３．開発途上国における人材育成（特に民間セクター開発分野）における実務経験を有すること。
　なお、特定の専門分野の知見のみならず、将来的に専門家として活動していくにあたり必要となる問題発見・分析力、コミュニケーション力を特に重視します。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★　　　［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：
不問］

ジュニア専門員 342,070円

■待遇:

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

JICA専門家として現地企業の人材育成や現地企業・日本企業間のビジネスリンケージ強化に取り組んでいただくことを前提にしたポストとなります。
途上国におけるビジネス経験をお持ちの方、日本式経営や日本企業の強みを現地企業に伝えていくことに意欲をお持ちの方、日本や日本企業の経験を活かし途上国経済の成長を
日本経済に取り込むアイデアをお持ちの方などからの応募を幅広くお待ちしています。今後、民間セクター開発分野の専門家としてのキャリア形成の幅を広げていただけるよう
な機会を提供したいと考えています。業務の開始時期は応募者のご事情を踏まえ調整可能です。

要 ②オンライン

経済開発部民間セクターグループ第１チーム 奥本恵世

03-5226-8055 edgps@jica.go.jp



No.24 ■募集ポスト名：
（アフリカカイゼンイ
ニシアティブ）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 民間セクター開発
事業調整・南南・三角協
力

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

民間セクター開発分野での協力ニーズはこれまで以上に高まっています。途上国の観光開発や企業競争力強化に向けた取組を積極的に提案したい方、Afterコロナ下での社会構
造・経済活動の変化に対応した、社会課題解決のためのビジネス・イノベーションの創出に関心のある方、日本や日本企業の経験を活かし途上国経済の成長を日本
経済に取り込むアイデアをお持ちの方などからの応募を幅広くお待ちしています。今後、民間セクター開発分野の専門家としてのキャリア形成の幅を広げていただけるような研修
機会を提供したいと考えています。

要 ①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）

経済開発部民間セクター開発グループ第二チーム 伊月温子

050-1800-0826 edgps@jica.go.jp

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

■求められる資質・能力・経験:

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、4年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★　　　［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：
不問］

ジュニア専門員 342,070円

■待遇:

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、南アフリカ共和国、その他途上国への海外派遣
を想定　※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象となること
を想定したものです。長期専門家としての派遣が決定した際に

は、本ポストの契約は終了となります。

2024年7月1日～2025年12月31日

経済開発部 民間セクター開発グループ第二チーム

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点（相当・以上））

※双方合意の上で1年毎に更新を行い、1年6カ月間を上限に更新可能です。
※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限
り、1年6カ月を超えて契約を更新されることがあります（その場合の最長

契約期間は採用日から2年6か月まで）。

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:

【案件の背景】
　民間企業は、多くの国で国内総生産（GDP）の大部分を生み出していることからもわかるように、国の持続的な経済成長の源泉です。企業が納める税金は国のインフラ整備の貴重な財源となり、また雇用によって人々の生活
を支えています。企業が納める税金は国のインフラ整備の貴重な財源となり、また雇用によって人々の生活を支えています。現地民間企業の育成・競争力強化、イノベーション、投資促進・産業振興等を推進し、持続可能で質
の高い成長の確保を目指すことが重要です。

【研修の目的】
本ポストでは、開発途上国・地域等における課題解決に資する専門知識と一定の活動経験を有し、将来にわたり国際協力業務に従事することを志望する若手人材を対象に、主に国内においてJICA事業を実地に研修する機会を提
供するものです。これにより、国際協力に関する実践的な計画策定、運営管理といった協力手法等についての能力向上を図り、JICA事業実施においてニーズがありながら人材が不足する分野の人材を養成することを目的として
います。研修終了後は、南アフリカ共和国、モルドバ、エクアドル、アルゼンチンなどのカイゼン分野における技術協力プロジェクト専門家（指導科目に業務調整を含む）として派遣の対象となることを想定しています。な
お、研修を通し、各派遣候補先に必要な知識と能力を習得し、これらに照らして派遣の可否が最終的に判断されます。

【期待される成果】
（１）民間セクター開発分野のプロジェクトの情報収集、分析、整理を通じ、開発課題及び協力戦略についての理解が深まる。
（２）民間セクター開発分野における具体的な事業の検討、実施管理手法を習得する。
（３）民間セクター開発分野に関するネットワークを構築する。

【研修内容】
経済開発部民間セクター開発グループが所掌するアフリカ・中東欧州・中南米地域における企業・起業家支援に関連し、以下のような研修/業務を行う。
（１）企業・起業家支援：日本の強みである「日本的経営」や「カイゼン」を主なコンテンツとして、当該国の企業競争力（経営力と生産・管理能力）強化に貢献するビジネス開発サービス（BDS）提供のモデルづくり、本モ
デルの制度化を支援する。AUDA-NEPADとJICAが共同で進めるアフリカ地域におけるカイゼンの普及展開（アフリカ・カイゼン・イニシアティブ）の促進を支援する。
（２）ベンチャーキャピタルやアクセラレーター等関係機関と連携することで起業家支援サービスの質的向上とベンチャー投資促進を行い、スタートアップを取り巻く事業環境の整備を行う。
（３）その他
・民間セクター開発グループ第二チームが実施している協力案件の形成及び実施監理
・国際機関、学術機関、民間企業等、民間セクター開発に関する様々なパートナーとのネットワーク強化、情報収集・分析及び対外発信
・その他、民間セクター開発に関するJICA内外との総合調整

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【ジュニア専門員】経済開発部民間セクター開発グ
ループ第二チーム

職務内容

ジュニア専門員

■業務内容：



No.25 ■募集ポスト名：
（水産ブルーエコノ
ミー）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 水産
援助アプローチ／戦略／
手法

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

JICAの水産分野協力の柱である水産ブルーエコノミー振興分野におけるJICA業務の最前線での取り組みに参画できるポストです。JICA経済開発部での業務を通じてブルーエコノ
ミー分野支援にかかるノウハウを身に着けることができます。農業・農村開発分野に関心があり、向上心、好奇心、バイタリティのある方の応募 をお待ちしています。

要 ①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）

経済開発部農村開発第一グループ第二チーム 浅岡　真紀子

080-7106-6735 edga1@jica.go.jp

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

■求められる資質・能力・経験:

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、4年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。
　なお、水産ブルーエコノミー振興においては、特定の専門分野の知見のみならず、幅広い知見を活用した総合的な対応が必要であることから、総合マネジメント力を特に重視します。また、水産ブルーエコノミー振興に
おいては、環境保全や地域振興の視点も求められるため、水産分野（漁業、養殖、資源管理、食品加工など）の知見・経験は必ずしも求めません。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★　　　［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-
：不問］

ジュニア専門員 342,070円

■待遇:

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、東ティモールその他途上国への海外派遣を想定
※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象となることを想定し
たものです。長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポス

トの契約は終了となります。

2024年7月1日～2025年12月31日

経済開発部 農村開発第一グループ第二チーム

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点以上）

※開始時期は7-10月で応相談です。8月以降の開始となる場合は上記最長契約期間は採用日から1年
半とします。

※双方合意の上で1年毎に更新を行い、1年6カ月間を上限に更新可能です。
※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限り、1年6カ月を超えて契

約を更新されることがあります（その場合の最長契約期間は採用日から2年6か月まで）。

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:

【案件の背景】
　水産業（漁業及び養殖業）で働く人々は世界でおよそ5,830 万人に上ると推定されます。途上国にとって水産物は重要な外貨獲得源でもあり、水産資源の有効活用が期待されています。また、魚は漁村地域において比較
的安価に入手できる動物タンパク源でもあり、水業の振興は栄養価の高い食料の安定供給にも貢献します。
　一方、近年、気候変動に伴う海洋環境・沿岸生態系の変化に加え、乱獲による水産資源の減少で、その約3 割が持続不可能な利用と評価されており、IUU 漁業対策を含む資源管理の取組みが求められています。また、増
加する水産物需要への対応として、水産養殖の振興が期待されています。
そこで、JICAは、漁村の貧困削減と水産食料の安定供給のため、水産資源の適切な管理・活用による水産業の振興に取り組んでおり、これらの分野課題に対応可能な人材を育成することが必要となっています。

【研修の目的】
本ポストでは、開発途上国・地域等における課題解決に資する専門知識と一定の活動経験を有し、将来にわたり国際協力業務に従事することを志望する若手人材を対象に、主に国内においてJICA事業を実地に研修する機会
を提供するものです。これにより、国際協力に関する実践的な計画策定、運営管理といった協力手法等についての能力向上を図り、JICA事業実施においてニーズがありながら人材が不足する分野の人材を養成することを目
的としています
研修終了後は、東ティモールなどでの水産ブルーエコノミー分野における技術協力プロジェクト専門家（指導科目に業務調整を含む）として派遣の対象となることを想定しています。なお、研修を通し、各派遣候補先に必
要な知識と能力を習得し、これらに照らして派遣の可否が最終的に判断されます。

【期待される成果】
（１）水産ブルーエコノミー分野及び関連プロジェクトの情報収集、分析により同分野協力の戦略性強化に貢献する。
（２）水産ブルーエコノミー分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理に貢献する。
（３）水産ブルーエコノミー分野に関するネットワークの維持、拡大に貢献する。
（４）ジュニア専門員契約終了後に水産ブルーエコノミー分野の専門家として業務を行うために必要な知識・技能等を習得する。

【研修内容】
（１）水産ブルーエコノミー分野に係る情報収集、分析
（２）水産ブルーエコノミー分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理（含：課題別研修）
（３）水産ブルーエコノミー分野に係る関連大学、研究機関、民間企業との連携促進

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【ジュニア専門員】経済開発部農村開発第一グループ
第二チーム

職務内容

ジュニア専門員

■業務内容：



No.26 ■募集ポスト名： （家畜ワンヘルス）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 農業開発／農村開発
援助アプローチ／戦略／
手法

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【案件の背景】
　畜産は、農地を持たずとも営むことのできる産業として、また緊急時に現金化できる資産を形成する活動として、途上国の小規模農家にとって農村社会のレジリエンスを高める機能を担ってきました。加えて、畜産物は
良質な栄養源として、食料安全保障の観点からも非常に重要とされています。
　一方、近年の畜産物の生産性追求、家畜密度の高まり、抗菌剤の乱用、及び人と家畜の移動増加等に伴い、新型コロナウイルスを含む新興あるいは再興の感染症が1990年以降世界規模で流行した結果、One Healthアプ
ローチを踏まえた家畜衛生の強化（家畜疾病、人獣共通感染症対策、抗菌剤の責任ある使用等）が途上国においても喫緊の課題となっています。
このように畜産物バリューチェーン・家畜衛生分野における協力のニーズが高まっており、当該分野の案件の実施管理を行う人材の養成が求められています。

【研修の目的】
本ポストでは、開発途上国・地域等における課題解決に資する専門知識と一定の活動経験を有し、将来にわたり国際協力業務に従事することを志望する若手人材を対象に、主に国内においてJICA事業を実地に研修する機会
を提供するものです。これにより、国際協力に関する実践的な計画策定、運営管理といった協力手法等についての能力向上を図り、JICA事業実施においてニーズがありながら人材が不足する分野の人材を養成することを目
的としています。
研修終了後は、畜産／家畜衛生分野における技術協力プロジェクトの専門家（指導科目に業務調整を含む）などとして派遣の対象となることを想定しています。なお、研修を通し、各派遣候補先に必要な知識と能力を習得
し、これらに照らして派遣の可否が最終的に判断されます。

【期待される成果】
（１）畜産・家畜衛生分野における協力事業（技術協力（科学技術協力、研修事業を含む）、無償資金協力等）の案件形成、計画立案、実施監理、評価、広報等に貢献する。
（２）上記事業の企画、実施、モニタリングに係る相手国、日本国内の関係機関、民間企業、大学、国際機関、JICA専門家等との調整に貢献する。
（３）「家畜衛生の強化を通じたワンヘルスの推進」クラスターにおける各種業務の実施に貢献する。
（４）ジュニア専門員契約終了後に畜産・家畜衛生分野の専門家として業務を行うために必要な知識・技能等を習得する。

【研修内容】
（１）畜産／家畜衛生分野に係る情報収集、分析
（２）畜産／家畜衛生分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理（含：課題別研修）
（３）畜産／家畜衛生分野に係る関連大学、研究機関、民間企業との連携促進

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【ジュニア専門員】経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ第二チーム

職務内容

ジュニア専門員

■業務内容：

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、開発途上国への海外派遣を想定　※本ポストの
職制は、次に長期専門家の対象となることを想定したものです。
長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポストの契約は終

了となります。

2024年7月1日～2025年12月31日

経済開発部 農業・農村開発第一グループ第二チーム

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点以上）

※双方合意の上で1年毎に更新を行い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合
に限り、1年6カ月を超えて契約を更新されることがあります（その場合の

最長契約期間は採用日から2年6か月まで）。

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

■求められる資質・能力・経験:

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、4年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。
　なお、畜産・家畜衛生分野においては、特定の専門分野の知見のみならず、幅広い知見を活用した総合的な対応が必要であることから、総合マネジメント力を特に重視します。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★　　　［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-
：不問］

ジュニア専門員 342,070円

■待遇:

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

畜産・家畜衛生分野におけるJICA業務の最前線での取り組みに参画できるポストです。JICA経済開発部での業務を通じて当該分野支援にかかるノウハウを身に着けることができ
ます。農業・農村開発分野に関心があり、向上心、好奇心、バイタリティのある方の応募 をお待ちしています。

要 ①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）

経済開発部農業・農村開発第一グループ第二チーム 浅岡　真紀子

080-7106-6735 edga1@jica.go.jp



No.27 ■募集ポスト名： （交通安全）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 運輸交通 多岐にわたる分野

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

望ましい

必須

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

【案件の背景】
　世界の道路交通事故による死者数は年間119万人（2021年）に達し、若年層世代においては死因第１位となっています。若年層の死者が多いことは、その国に経済や社会に大きな被害を及ぼすこともあり、交通事故は重要
な開発課題となっており、SDGsでも2023年まで世界の交通事故死傷者数半減が目標として掲げられています。日本も、過去には二度交通戦争と呼ばれる交通事故死者数が急増した時期がありましたが、各種施策（道路イン
フラ改良、交通安全教育実施、取締強化等）により、現在の人口当たり死者数は世界平均の1/7程度と低い水準に達しており、途上国に展開可能な経験や知見を多く有しています。
　そこで、JICAは、途上国での交通事故死者数減を目指して、途上国での技術協力を中心とする事業の実施に取り組んでいます。他方、交通安全を専門とする海外人材は限られており、同分野課題に対応可能な人材を育成
することが必要となっています。

【研修の目的】
本ポストでは、開発途上国・地域等における課題解決に資する専門知識と一定の活動経験を有し、将来にわたり国際協力業務に従事することを志望する若手人材を対象に、主に国内においてJICA事業を実地に研修する機会
を提供するものです。これにより、国際協力に関する実践的な計画策定、運営管理といった協力手法等についての能力向上を図り、JICA事業実施においてニーズがありながら人材が不足する分野の人材を養成することを目
的としています
研修終了後は、タンザニアでの交通安全分野における技術協力プロジェクト専門家（指導科目に業務調整を含む）として派遣の対象となることを想定しています。なお、研修を通し、各派遣候補先に必要な知識と能力を習
得し、これらに照らして派遣の可否が最終的に判断されます。

【期待される成果】
（１）交通安全分野及び関連プロジェクトの情報収集、分析により同分野協力の戦略性強化に貢献する。
（２）交通安全分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理に貢献する。
（３）交通安全分野に関するネットワークの維持、拡大に貢献する。
（４）ジュニア専門員契約終了後に交通安全分野の専門家として業務を行うために必要な知識・技能等を習得する。

【研修内容】
（１）交通安全分野に係る情報収集、分析、ナレッジの蓄積、整理、発信
（２）交通安全分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理（含：課題別研修）
（３）交通安全分野に係る民間企業、関連大学、研究機関、NGO等との連携促進
※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【ジュニア専門員】社会基盤部運輸交通グループ第一
チーム

職務内容

ジュニア専門員

■業務内容：

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、タンザニア、その他途上国への海外派遣を想定
※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象となることを想定し
たものです。長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポス

トの契約は終了となります。

2024年7月1日～2025年12月31日

社会基盤部 運輸交通グループ第一チーム

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点（相当・以上））

※双方合意の上で1年毎に更新を行い、1年6カ月間を上限に更新可能で
す。※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合
に限り、1年6カ月を超えて契約を更新されることがあります（その場合の

最長契約期間は採用日から2年6か月まで）。

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

学士以上 3-6年

■求められる資質・能力・経験:

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、4年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。
　なお、交通安全においては、特定の専門分野の知見のみならず、産学連携のため関係者との良好な関係構築が不可欠であり、コミュニケーション力を特に重視します。また、交通安全においては、運転手や子供への啓発
活動、警察官の取り締まり能力強化といった活動も重要な要素であり、運輸交通分野に限らず、多様なバックグランドの方が活躍できる分野となっています。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験-　　　［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-
：不問］

ジュニア専門員 342,070円

■待遇:

・JICAグローバルアジェンダリンク(運輸交通)： https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/transport/ku57pq00002cyb22-att/transport_text.pdf

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

・日本国内において、海外での交通安全分野を専門とする人材が少ない一方で、SDGｓでも2030年の交通事故半減が謳われており、交通安全は海外での事業ニーズが増えている
分野です。また、自動車業界を初めとする本邦民間企業も、海外での交通安全向上に活発に取り組まれており、それら民間企業との連携により、開発効果を最大化していくこと
が求められています。JICAとしても協力年数が浅い分野であり、同分野の協力を国際協力事業を関係者と一緒に作り上げていく意欲ある方に応募頂きたいと思います。
・交通安全は啓発活動等も重要であり、運輸交通に限らず多様なバックグランドの方が活躍できる分野となっています。現在の経験や専門性はなくとも、今後この分野での専門
性を磨かれたい意欲ある方に応募頂きたいと思います。

要 ①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）

社会基盤部運輸交通グループ第一チーム 須原　靖博

050-1800-2880 Suhara.Yasuhiro@jica.go.jp



No.28 ■募集ポスト名：
（環境管理・水質汚濁
対策）

① ②

■契約形態： ■募集分野： 環境管理

■国内出張: ■海外出張:

■勤務地（国内）: ■勤務地（海外）:

■配属部署名： ■課名：

必須

必須

望ましい

■必要な学位: ■実務経験年数目安:

※国際協力人材に求められる6つの資質と能力について https://partner.jica.go.jp/jicas_jobView?cat=jicas_job&param=six_abilities

■格付け： ■月額基本給：

・独立行政法人国際協力機構
　有期雇用者就業規則

https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001497.htm

・有期雇用者手当支給細則 https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001498.htm

■健康質問票の提出： ■面接方式:

■担当課: ■担当者名:

■電話番号: ■E-mailアドレス:

■担当者からのメッセージ（備考・留意点を含む）

環境管理グループでは、自治体や企業、国際機関など国内外の様々な関係者と連携しながら、世界各国で多岐にわたる課題に取り組んでいます。本業務を通じて日本の知見や経
験、最新の技術動向に加え、途上国の現状や国際潮流に関する理解を深めることで、国際協力の専門家としてのキャリアアップにつながるお仕事です。積極的なご応募をお待ちし

 ています。

要 ①原則対面（但し応募者の事情に応じてオンラインも可）

地球環境部環境管理・気候変動対策グループ 土畑　いづみ

gegem@jica.go.jp

１．諸手当：超過勤務手当、通勤手当、特別都市手当(東京都特別区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市に勤務する者に限る)を支給。
扶養手当、住居手当、及び退職手当は支給なし。
２．勤務時間：午前9：30から午後5：45までの7時間30分
※休憩時間は12：30から13：15までの45分
※時差出勤、在宅勤務制度あり
３．休日：土曜、日曜、国民の休日および年末年始
４．休暇：有給休暇、特別有給休暇あり
５．社会保険：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険に加入
６．その他：昇給なし。

その他、就業規則等内部規程に基づきます。

■必要な技術資格:

パソコンでの業務が支障なく行えること（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）

理系、文系を問わないが、環境問題もしくは社会科学、工学（環境工学、衛生工学、土木工学等）の資質を有することが望ましい。

学士以上 3-6年

■求められる資質・能力・経験:

原則、下記の全ての要件を満たす方とします。
１．当該分野において、開発途上国の支援に貢献できる技術・専門性を有し、4年以上の実務経験（当該分野以外での経験も含む）を有すること。
２．海外における開発援助に関する勤務経験（青年海外協力隊員等）を1年以上有すること。

【求められる資質と能力】 本件で求められる資質と能力は以下の通りです。
分野・課題専門力★★　総合マネジメント力★★　問題発見・分析力★★　コミュニケーション力★★　援助関連知識・経験★　地域関連知識・経験★　　　［★★★：非常に重視する　★★：重視する　★：参考程度　-：
不問］

ジュニア専門員 342,070円

■待遇:

有 有

国際協力機構本部ビル
住所：東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル

本ポスト終了後、インドネシア、ネパール、その他途上国への海外派遣を
想定　※本ポストの職制は、次に長期専門家の対象となることを想定した
ものです。長期専門家としての派遣が決定した際には、本ポストの契約は

終了となります。

2024年7月1日～2025年12月31日

地球環境部 環境管理・気候変動対策グループ

■必要な語学力:

英語（TOEIC730点（相当・以上））

※双方合意の上で1年毎に更新を行い、1年6カ月間を上限に更新可能です。
※ただし、長期専門家等として派遣される任地等の決定が遅れた場合に限
り、1年6カ月を超えて契約を更新されることがあります（その場合の最長

契約期間は採用日から2年6か月まで）。

■最長契約期間: 1■募集人数（人）:

【案件の背景】
開発途上国では、急速な経済発展や人口増加、都市化に伴い、不適切な廃棄物管理や水質汚濁、大気汚染などの環境リスクが深刻化しています。海洋プラスチックごみや気候変動対策など世界的な環境問題への関心の高まりに
加え、都市衛生を維持するため、水環境の改善、持続的な運営体制の構築が急務となっていますが、多くの国/都市ではこれら課題に対応する能力・体制がまだ十分に備わっておらず、JICAは日本の経験・知見・技術を活用し
て廃棄物管理の改善に必要となる人材育成や制度構築、インフラ整備等を支援しています。当グループでは、人々が健康で衛生的に暮らせる「きれいな街」の実現を目指して「JICA クリーン・シティ・イニシアティブ」を掲
げ、水質汚濁、水環境の改善で経済発展と環境保全の両立を目指し、持続的な社会の構築に向けた協力を進めています。

【研修の目的】
本ポストでは、開発途上国・地域等における課題解決に資する専門知識と一定の活動経験を有し、将来にわたり国際協力業務に従事することを志望する若手人材を対象に、主に国内においてJICA事業を実地に研修する機会を提
供するものです。これにより、国際協力に関する実践的な計画策定、運営管理といった協力手法等についての能力向上を図り、JICA事業実施においてニーズがありながら人材が不足する分野の人材を養成することを目的として
います
研修終了後は、インドネシア、ネパールなどでの水質汚濁対策を主体とした環境管理分野における技術協力プロジェクト専門家（指導科目に業務調整を含む）として派遣の対象となることを想定しています。なお、研修を通
し、各派遣候補先に必要な知識と能力を習得し、これらに照らして派遣の可否が最終的に判断されます。

【期待される成果】
（１）水質改善／水環境分野及び関連プロジェクトの情報収集、分析により同分野協力の戦略性強化に貢献する。
（２）水質改善／水環境分野に係る協力案件の計画策定及び実施管理に貢献する。
（３）水質改善／水環境分野に関するネットワークの維持、拡大に貢献する。
（４）ジュニア専門員契約終了後に環境管理分野（水質改善／水環境）の専門家として業務を行うために必要な知識・技能等を習得する。

【研修内容】
（１）水質改善／水環境にかかる案件の形成・管理に関する業務（国内外の出張を含む）
（２）水質改善／水環境に関する情報の収集・分析、対外発信
（３）国内外の関連会議への参加を通じた情報収集及びネットワーキング
（４）その他、JCCIの推進に資する水環境全般の各種業務

※現時点での案であり、今後変更される可能性があります。

【ジュニア専門員】地球環境部環境管理・気候変動対
策グループ

職務内容

ジュニア専門員

■業務内容：
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